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は じ  め に 

 

わが国全体で急速な少子化、人口減少が進む中、地域社会や家

庭を取り 巻く 環境は変化を 続けています。 こ れまで国では、「 子

ども・ 子育て支援法」 を核と し た「 子ども・ 子育て関連３ 法」 の

制定や「 子ども・ 子育て支援新制度」 の実施により 、 社会全体で

子ども の育ちや子育てを 支援する 仕組みづく り が進めら れてき

まし た。  

 

近年では、 こ ども 家庭庁の設立や「 こ ども 基本法」 の施行により 、 子ども や子育て家庭に

関する取組は新たな局面を 迎えています。 こ れまで行っ てき た施策を 保護者への支援と いう

視点のみなら ず、 子ども の権利を 重視し 、 子ども にと っ て最も 良いこ と は何かを 考え、 子ど

も の視点に立っ た支援を行う こ と が重要と なっ ています。  

 

本町では、 次代を 担う 子ども たちが夢と 希望を 持ち、 明るく たく まし く 成長でき る よう 、

子育て家庭を まちぐ るみで応援するこ と を めざし 、 令和２ 年度に『 多賀町子ども ・ 子育て応

援プラ ン 2020』 を策定し 、 基本理念である「 みんなで応援 子ども と 子育て 親も 子も 地域

も  キラ リ と ひかるまち・ 多賀」 の実現を めざし て、 多様な子ども ・ 子育て支援の取組を 推

進し てき たと こ ろ です。  

 

こ のたび、 国の新たな方向性を 踏まえると と も に、 本町における子ども ・ 子育てに関する

様々な課題への対応に向けた取組を 推進するため、 第３ 期の子ども ・ 子育て支援事業計画と

なる「 多賀町子ども ・ 子育て応援プラ ン 2025」 を 策定するこ と と いたし まし た。 本計画では

2020 年に策定し た基本理念を 普遍的な理念と し て掲げ、 地域全体で子ども の育ちと 子育てを

応援し 、 すべての子ども が幸せに暮ら すこ と ができ るまちを めざし てまいり ます。 町民の皆

さ ま、 関係機関の皆さ まには、 ご理解と ご支援、 ご協力をよろ し く お願い申し 上げます。  

 

最後に、 本計画の策定にあたり 、 ご尽力を いただき まし た多賀町子ども ・ 子育て会議の委

員の皆さ ま、 貴重なご意見やご提言を いただき まし た関係機関、 町民の皆さ まに心より お礼

申し 上げます。  

 

  令和７ 年３ 月 

                          多賀町長  久保 久良 
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第１ 章 計画の概要 

１  計画策定の背景と 趣旨 

急速に少子化が進み、 地域社会や家庭を取り 巻く 環境が変化する中、 わが国では、 平成 24 年８

月に「 子ども・ 子育て支援法」 を はじ めと する「 子ども・ 子育て関連３ 法」 が成立し 、 国の基本指

針に即し た市町村子ども・ 子育て支援事業計画の策定が義務付けら れまし た。 また、 平成 27 年４

月には幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めるため、「 子ども・

子育て支援新制度」 がスタ ート し まし た。  

し かし ながら 、 少子化の進行や人口減少に歯止めがかから ない状況は、 全国的な課題と なっ て

いるほか、 児童虐待相談や不登校の件数が過去最多になる など、 子ども を 取り 巻く 状況は深刻な

も のと なっ ています。  

こ のよう な中、 令和５ 年４ 月にこ ども 家庭庁が設立さ れ、 同日、 日本国憲法およ び児童の権利

に関する条約の精神にのっ と り 、 すべての子ども が、 将来にわたっ て幸福な生活を 送るこ と がで

き る社会の実現を めざし 、 子ども 施策を 社会全体で総合的かつ強力に推進し ていく ための包括的

な基本法と し て「 こ ども 基本法」 が施行さ れまし た。 また、 同年 12 月には、 子ども 施策の基本的

な方針を 定めた「 こ ども 大綱」 が閣議決定さ れまし た。 さ ら に、 令和６ 年には「 子ども・ 子育て支

援法」「 児童福祉法」 が改正さ れ、“ ラ イ フ ステージを通じ た子育てに係る経済的支援の強化” や

“ 全てのこ ども ・ 子育て世帯を 対象と する支援の拡充” 等が示さ れまし た。  

 

多賀町においては、 平成 27 年３ 月に「 子ども ・ 子育て支援新制度」 およ び 「 次世代育成支援行

動計画」 に基づく  「 多賀町子ども ・ 子育て応援プラ ン 2015」、 令和２ 年３ 月に 「 多賀町子ども ・ 子

育て応援プラ ン 2020」 を 策定し 、基本理念「 みんなで応援 子ども と 子育て 親も 子も 地域も  キ

ラ リ と ひかるまち・ 多賀」 の実現に向けて、様々な子ども・ 子育て支援の取組を 進めてき まし た。  

こ のたび、「 多賀町子ども・ 子育て応援プラ ン 2020」 の計画期間が令和６ 年度をも っ て終了する

こ と から 、 国の新たな制度や方針を 踏まえつつ、 子ども を 取り 巻く 様々な問題に対応し 、 安心し

て子育てができ るまちを 実現するため、「 多賀町子ども・ 子育て応援プラ ン 2025」 を策定し ます。  
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２  計画の位置づけ 

（ １ ） 計画の法的位置づけ 

本計画は、 子ども ・ 子育て支援法第 61 条に基づく 「 市町村子ども ・ 子育て支援事業計画」 と し

て策定するも のです。 また、 次世代育成支援対策推進法、 こ ども の貧困の解消に向けた対策の推

進に関する法律に基づき 、 関連する施策・ 事業についても 本計画の中で示し ます。  

その他、 子ども ・ 若者等に関連する法律等を 踏まえ、 制度的枠組みにと ら われない幅広い子ど

も ・ 子育て支援の方向性を示す計画と し て策定し ます。  

さ ら に、 本計画において、 子ども ・ 子育て支援の総合的な取組の推進の中で、 保育施設等の整

備の検討を 進める観点から 、 児童福祉法に定める市町村整備計画と 一体的に策定するこ と と し ま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 市町村子ども・子育て支援事業計画（子ども・子育て支援法第 6 1 条） 

② 市町村次世代育成支援行動計画（次世代育成支援対策推進法第８条） 

③ 市町村における子どもの貧困対策計画 

（こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第 1 0 条） 

④ 市町村における保育所及び幼保連携型認定こども園の整備に関する計画（児童福祉法第 5 6 条） 

包含する計画と 根拠法 

〇 こども基本法 

〇 子ども・若者育成支援推進法 

〇 こども大綱 

その他の関連する 法律等 



 

3 

（ ２ ） 町の関連計画等と の関係 

本町の最上位計画である 多賀町総合計画、 福祉の上位計画である多賀町地域福祉計画を はじ め

と し て、 本町が策定する多賀町障害児福祉計画等の福祉関連計画、 他の構想・ 計画・ 指針等と 整

合を 図り 、 本町において取り 組むべき 子ども ・ 子育て支援施策を 総合的かつ計画的に推進するた

めの計画と し て位置づけます。  

 

■町の関連計画等と の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ３ ） 計画の対象 

本計画の対象は、 生まれる前から 乳幼児期を 経て、 青少年期に至るまでの、 概ね 18 歳までの子

ども と その家庭と し ます。  

子育て支援を 行政と 連携・ 協力し て行う 、 事業者、 企業、 地域住民、 関係団体等も 対象になり

ます。  

 

 

 

 

 

  

【 参考】「 子ども ・ 子育て支援法」 第六条 

この法律において「子ども」とは、1 8 歳に達する日以後の最初の３月3 1 日までの間にある者をいい、「小学校

就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 

多賀町地域福祉計画 
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３  計画の期間 

こ の計画の期間は令和７ 年度から 令和 11 年度までの５ 年間と し 、計画期間中においても 必要に

応じ て適宜見直し ・ 更新を行います。  

 

■計画の期間 

令和 

２ 年度 

令和 

３ 年度 

令和 

４ 年度 

令和 

５ 年度 

令和 

６ 年度 

令和 

７ 年度 

令和 

８ 年度 

令和 

９ 年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

     

 

     

 

 

４  計画の策定体制 

本計画の策定にあたっ ては、「 子ども ・ 子育て支援法」 第 72 条第１ 項の規定に基づき 、「 多賀町

子ども ・ 子育て会議」 を 設置し 、 計画関連事項について審議を 行います。  

また、 多賀町における児童のいる家庭の状況およびニーズを 把握するための基礎調査と し て、

「 就学前・ 小学生児童の保護者」 を 対象と し たアン ケート によるニーズ調査を 実施、 こ こ から 得

ら れた住民の意見やニーズ等を 本計画に反映すると と も に、 計画に対し て広く 住民のご意見を い

ただく 観点から 、 パブリ ッ ク コ メ ント を実施し ます。  

 

■計画策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多賀町子ども ・ 子育て応援プラ ン 2020 多賀町子ども ・ 子育て応援プラ ン 2025 

多賀町子ども ・ 子育て会議 

事 務 局 

多賀町 福祉保健課 教育総務課 

計画検討 

住民等のニーズ 

就学前・ 小学生児童 

保護者へのニーズ調査 

パブリ ッ ク コ メ ン ト  

住民意向の反映 現況把握 

整理・ 分析 

第２ 期計画 

評価・ 分析 

統計データ 等の整理 

課題等共有 
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５  子ども ・ 子育て支援をめぐ る制度等の動向 

（ １ ） 子ども ・ 子育て支援法 

幼児期の学校教育や保育、 地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を 進め、 必要と する すべて

の家庭が利用でき 、子ども たちがより 豊かに育っ ていける支援を めざし 、 「 子ども・ 子育て支援法」

が制定さ れまし た。  

令和元年５ 月には、 ３ 歳児から ５ 歳児までについては原則と し てすべての世帯で、 ０ 歳児から

２ 歳児までは住民税が非課税と なる所得の低い世帯を対象に認可保育所や幼稚園などの利用料を

無料と する改正があり 、 同年 10 月から 施行さ れています。  

また、 令和６ 年 10 月の改正では、 ラ イ フ ステージを 通じ た子育てに係る経済的支援の強化や、

すべての子ども ・ 子育て世帯を 対象と する支援の拡充、 共働き ・ 共育ての推進に資する 施策を 実

施すると と も に、 子ども ・ 子育て政策の全体像と 費用負担の見える化が定めら れています。  

 

（ ２ ） こ ども 基本法 

こ ども 基本法は、 子ども 施策を 社会全体で総合的かつ強力に推進し ていく ための包括的な基本

法と し て、 令和４ 年６ 月に成立し 、 令和５ 年４ 月に施行さ れまし た。  

こ ども 基本法は、 日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっ と り 、 すべての子ど

も が、 将来にわたっ て幸福な生活を 送るこ と ができ る社会の実現を めざし 、 子ども 政策を 総合的

に推進するこ と を 目的と し ています。 同法は、 子ども 施策の基本理念のほか、 こ ども 大綱の策定

や子ども 等の意見の反映などについて定めています。  

 

（ ３ ） こ ども 大綱 

常に子ども や若者の視点で子ども や若者の最善の利益を 第一に考える「 こ ども まんなか社会」

を 実現するため、 こ ども 基本法に基づき 、 幅広い子ども 施策に関する 今後５ 年程度を 見据えた中

長期の基本的な方針や重要事項を 一元的に定めたも のであり 、 子ども 施策を 総合的に推進するた

めの基本的方針等を定めています。  
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第２ 章 多賀町の子ども ・ 子育てを取り 巻く 現状 

１  統計データ から みる多賀町の現状 

（ １ ） 総人口の推移 

本町の総人口は、 令和２ 年以降減少が続いており 、 令和６ 年３ 月末時点で 7, 395 人と なっ てい

ます。０ 歳から 14 歳までの人口については、増減を 繰り 返し ており 、令和６ 年３ 月末時点で 1, 058

人と なっ ています。  

また、 総人口に占める０ 歳から 14 歳までの人口の比率は、 令和２ 年以降 14％台で推移し てい

ます。  

 

■総人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： 住民基本台帳（ 各年３ 月末時点）  

■年齢３ 区分別人口比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料： 住民基本台帳（ 各年３ 月末時点）  
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（ ２ ） 子ども 人口の推移 

18 歳未満の子ども の人口は、 増減し ながら 推移し ており 、 令和５ 年に増加し たも のの、 令和６

年では減少し て 1, 263 人と なっ ています。  

０ 歳から ５ 歳まで、 12 歳から 14 歳までは減少傾向と なっ ている一方、 ６ 歳から 11 歳までは増

加傾向と なっ ています。  

 

■子ども 人口の推移 

 

 

 

 

  

資料： 住民基本台帳（ 各年３ 月末時点）  

444 437 442 433 397

409 414 421 433 467

212 207 210 209 194
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（ 人）
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（ ３ ） 自然動態と 社会動態 

自然動態は、 死亡数が出生数を 上回る 「 自然減」 で推移し ており 、 その差は増加傾向と なっ て

います。  

社会動態は、 令和３ 年以外で転入数が転出数を 上回る「 社会増」 と なっ ています。  

 

■自然動態の推移 

 

資料： 滋賀県人口推計調査 

 

■社会動態の推移 

 

資料： 滋賀県人口推計調査 
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（ ４ ） 世帯構造 

① 世帯数と １ 世帯あたり 人員の推移 

世帯数は、 平成 12 年以降 2, 400 世帯前後で推移し ていまし たが、 令和２ 年には 2, 502 世帯と 増

加し ています。１ 世帯あたり 人員については、平成 12 年以降減少が続いており 、令和２ 年で 2. 84

人と なっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： 国勢調査 

 

② 父子世帯および母子世帯数の推移 

父子世帯数は、 ほぼ横ばいで推移し ており 、 令和２ 年で４ 世帯と なっ ています。  

母子世帯数は、 平成 12 年以降増加が続いており 、 令和２ 年で 25 世帯と なっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： 国勢調査 
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③ 子ども のいる世帯数の推移 

６ 歳未満同居世帯、 18 歳未満同居世代と も に平成 12 年以降減少が続いていまし たが、 令和２

年に増加に転じ 、 ６ 歳未満同居世帯が 281 世帯、 18 歳未満同居世帯が 629 世帯と なっ ています。 

 

 
資料： 国勢調査 
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（ ５ ） 女性の就労状況 

① 女性の年齢階層別就業率（ 国・ 県と の比較）  

令和２ 年の女性の就業率を国・ 県と 比較すると 、 15 歳～19 歳までを 除く 年齢層において国 ・ 県

より も 高く なっ ています。  

 

資料： 国勢調査（ 令和２ 年）  

※就業率算出にあたっ ては、 労働力状態「 不詳」 を含む 

 

② 女性の年齢階層別就業率（ 平成 27 年と 令和２ 年の比較）  

令和２ 年の女性の就業率を平成 27 年と 比較すると 、 30～34 歳、 40～44 歳、 50～54 歳を除く

年齢層において平成 27 年より も 高く なっ ています。  

 
資料： 国勢調査 

※就業率算出にあたっ ては、 労働力状態「 不詳」 を含む 
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（ ６ ） 合計特殊出生率 

合計特殊出生率は、 平成 15 年～19 年までは減少し たも のの、 平成 20 年以降は増加が続き 、 特

に平成 25 年以降は国・ 県の値を 上回っ て推移し 、 平成 30 年～令和４ 年までは 1. 63 と なっ ていま

す。  

 

■合計特殊出生率の推移（ 国・ 県と の比較）  

 
資料： 人口動態保健所・ 市区町村別統計 
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（ ７ ） 障害者手帳所持者の状況（ 18 歳未満）  

① 身体障害者手帳所持者数の推移 

18 歳未満の身体障害者手帳所持者数は、 横ばいで推移し ています。  

単位： 人 

 令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 

１ 級 1 1 1 1 1 

２ 級 1 1 1 1 1 

３ 級 0 0 0 0 0 

４ 級 1 1 1 1 1 

５ 級 0 0 0 0 0 

６ 級 0 0 0 0 0 

合 計 3 3 3 3 3 

資料： 福祉保健課（ 各年度７ 月末時点）  

 

② 療育手帳所持者数の推移 

18 歳未満の療育手帳所持者数は、 ほぼ横ばいで推移し ており 、 令和５ 年度には 13 人と なっ て

います。  

単位： 人 

 令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 

Ａ （ 重度）  3 3 3 3 3 

Ｂ （ 中度・ 軽度）  9 11 11 10 10 

合 計 12 14 14 13 13 

資料： 福祉保健課（ 各年度７ 月末時点）  

（ ８ ） 児童虐待相談件数 

児童虐待相談件数は、 令和元年度から 令和３ 年度までにかけて増加し まし たが、 以降減少傾向

と なっ ています。 虐待種別にみると 、 ネグレク ト が増加傾向と なっ ています。  

単位： 件 

 令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 

新規・ 継続 
新規 9 20 8 3 13 

継続 35 42 54 46 34 

虐待種別 

身体的虐待 5 16 10 11 6 

ネグレ ク ト  23 23 26 22 29 

心理的虐待 16 23 26 15 11 

性的虐待 0 0 0 1 1 

合 計 44 62 62 49 47 

資料： 教育総務課 子ども ・ 家庭応援センタ ー（ 各年度３ 月末時点）  
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（ ９ ） 各種手当の受給者数 

① 児童手当の支給対象児童数の推移 

児童手当の支給対象児童数は、 令和２ 年度以降減少が続いており 、 令和５ 年度には 996 人と な

っ ています。  

単位： 人 

 令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 

支給対象児童数 1,006 1,024 1,009 1,001 996 

資料： 福祉保健課（ 各年度２ 月末時点）  

 

② 児童扶養手当の受給者数の推移 

児童扶養手当の受給者数は、 全部支給は令和２ 年度以降概ね横ばいで推移し ており 、 令和５ 年

度には 15 人と なっ ています。 一部支給は、 令和元年度以降増加が続いていまし たが、 令和４ 年度

に減少に転じ 、 令和５ 年度には 24 人と なっ ています。  

単位： 人 

 令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 

受給者数（ 全部）  21 16 14 16 15 

受給者数（ 一部）  25 28 31 24 24 

受給者数（ 停止）  15 13 13 15 14 

資料： 福祉保健課（ 各年度３ 月末時点）  

 

③ 特別児童扶養手当の受給者数の推移 

特別児童扶養手当の受給者数は、 減少傾向で推移し ており 、 令和５ 年度には 10 人と なっ ていま

す。  

単位： 人 

 令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 

受給者数 13 12 11 10 10 

資料： 福祉保健課（ 各年度３ 月末時点）  

 

④ 乳幼児福祉医療費助成の対象者数の推移 

乳幼児福祉医療費助成の対象者数は、 令和２ 年度に増加し 、 以降減少傾向と なっ ています。  

単位： 人 

 令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 

助成対象者数 463 520 504 502 495 

資料： 税務住民課（ 各年度３ 月末時点）  
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２  教育・ 保育の状況 

（ １ ） 保育園・ 認定こ ども 園等の状況 

本町には令和６ 年４ 月１ 日時点で保育園、 小規模保育事業所が各１ 箇所、 認定こ ども 園が２ 箇

所整備さ れています。  

保育園については、 令和３ 年度から 令和５ 年度にかけて入所者数が定員数を 上回っ ていまし た

が、 令和６ 年度は入所者数が定員数を 下回っ ています。  

認定こ ども 園については、 令和５ 年６ 月１ 日に「 久徳う ぐ いすこ ども 園」 が開園し たこ と によ

り 、 令和６ 年度の定員数は 180 人、 入所者数は 119 人と なっ ています。  

令和６ 年４ 月１ 日時点の待機児童数は０ 人と なっ ています。  

 

■保育園の状況 

 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

施設数（ 箇所）  1 1 1 1 1 

定員数（ 人）  190 190 190 190 190 

入所者数（ 人）  178 198 200 201 169 

 

う ち 0 歳児 2 7 1 0 2 

う ち 1 歳児 23 26 19 18 14 

う ち 2 歳児 34 24 25 24 20 

う ち 3 歳児 40 53 48 47 34 

う ち 4 歳児 39 45 59 52 47 

う ち 5 歳児 40 43 48 60 52 

資料： 教育総務課（ 各年度４ 月１ 日時点）  

※受託児童含む 

■認定こ ども 園の状況 

 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

施設数（ 箇所）  1 1 1 1 2 

定員数（ 人）  60 60 60 60 180 

入所者数（ 人）  57 68 63 59 119 

 

う ち 0 歳児 0 1 0 0 0 

う ち 1 歳児 6 5 5 6 11 

う ち 2 歳児 8 12 9 5 14 

う ち 3 歳児 15 15 17 14 27 

う ち 4 歳児 19 17 17 17 38 

う ち 5 歳児 9 18 15 17 29 

資料： 教育総務課（ 各年度４ 月１ 日時点）  

※受託児童含む 
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■小規模保育事業所の状況 

 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

施設数（ 箇所）  0 1 1 1 1 

定員数（ 人）  ー 19 19 19 19 

入所者数（ 人）  ー 12 19 16 18 

資料： 教育総務課（ 各年度４ 月１ 日時点）  

 

■待機児童数 

 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

待機児童数（ 人）  3 0 8 1 0 

 

う ち 0 歳児 1 0 3 0 0 

う ち 1 歳児 1 0 2 0 0 

う ち 2 歳児 1 0 3 1 0 

う ち 3 歳児 0 0 0 0 0 

う ち 4 歳児 0 0 0 0 0 

う ち 5 歳児 0 0 0 0 0 

資料： 教育総務課（ 各年度４ 月１ 日時点）  

 

■幼稚園の状況 

 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

施設数（ 箇所）  1 1 1 1 

認定こ ども 園

に移行 

定員数（ 人）  90 90 90 90 

入所者数（ 人）  52 54 54 47 

 

う ち 3 歳児 11 19 19 23 

う ち 4 歳児 24 9 9 11 

う ち 5 歳児 17 26 26 13 

資料： 教育総務課（ 各年度４ 月１ 日時点）  

※受託児童含む 

※多賀幼稚園は、 令和５ 年６ 月１ 日から 「 久徳う ぐ いすこ ども 園」 に移行 
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３  教育・ 保育サービスの状況 

（ １ ） 教育・ 保育の認定の実績 

① １ 号認定〔 ３ 歳児から ５ 歳児までで学校教育を 希望〕  

１ 号認定の実績値は年々減少し ており 、 令和４ 年度以降は実績値が量の見込みを 下回る状況が

続いています。  

単位： 人 

 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

量の見込み 64 67 67 59 50 

実績値 72 68 66 54 22 

対計画比 112.5%  101.5%  98.5%  91.5%  44.0%  

（ 各年度４ 月１ 日時点） ※町内居住児童（ 委託含む・ 受託除く ）  

 

② ２ 号認定〔 ３ 歳児から ５ 歳児までで保育を必要と する〕  

２ 号認定の実績値は年々増加し ており 、 令和３ 年度を 除き 概ね見込み通り と なっ ています。  

単位： 人 

 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

量の見込み 144 166 193 208 205 

実績値 144 183 196 202 205 

対計画比 100.0%  110.2%  101.6%  97.1%  100.0%  

（ 各年度４ 月１ 日時点） ※町内居住児童（ 委託含む・ 受託除く ）  

 

③ ３ 号認定〔 ０ 歳児で保育を必要と する〕  

３ 号認定〔 ０ 歳児で保育を 必要と する 〕 の実績値は増減を 繰り 返し ながら 推移し ており 、 令和

４ 年度以降は実績値が量の見込みを 下回る状況が続いています。  

単位： 人 

 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

量の見込み 5 5 5 6 6 

実績値 3 8 1 0 2 

対計画比 60.0%  160.0%  20.0%  0.0%  33.3%  

（ 各年度４ 月１ 日時点） ※町内居住児童（ 委託含む・ 受託除く ）  
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④ ３ 号認定〔 １ 歳児・ ２ 歳児で保育を 必要と する〕  

３ 号認定〔 １ 歳児・ ２ 歳児で保育を 必要と する〕 の実績値は増減を 繰り 返し ながら 推移し てお

り 、 令和２ 年度以降実績値が量の見込みを 下回る状況が続いています。  

単位： 人 

 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

量の見込み 73 75 75 79 84 

実績値 

１ 歳 31 32 24 24 25 

２ 歳 34 37 36 30 34 

合計 65 69 60 54 59 

対計画比 89.0%  92.0%  80.0%  68.4%  70.2%  

（ 各年度４ 月１ 日時点） ※町内居住児童（ 委託含む・ 受託除く ）  

 

 

 

（ ２ ） 地域子ども ・ 子育て支援事業の実績 

① 利用者支援事業 

各年度、 １ 箇所で事業を 実施し ています。  

単位： 箇所 
 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

量の見込み 1 1 1 1 1 

実績値 1 1 1 1 1 

対計画比 100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  

 

② 時間外保育事業 

令和４ 年度、 令和５ 年度では、 実績値が量の見込みを 下回っ ています。  

単位： 人 
 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

量の見込み 168 186 206 221 223 

実績値 224 248 174 188 −  

対計画比 133.3%  133.3%  84.5%  85.1％ −  
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③ 放課後児童健全育成事業（ 放課後児童ク ラ ブ）  

令和４ 年度以降、 実績値は増加し ており 、 実績値が量の見込みを 上回る状況が続いています。  

単位： 人 
 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

量の見込み 

１ 年生 30 25 25 28 35 

２ 年生 19 30 25 25 29 

３ 年生 19 18 29 24 24 

４ 年生 14 12 12 19 16 

５ 年生 11 11 9 9 14 

６ 年生 4 4 4 3 3 

合 計 97 100 104 108 121 

実績値 

１ 年生 37 27 31 33 58 

２ 年生 18 34 28 30 35 

３ 年生 17 9 33 26 25 

４ 年生 18 11 5 25 19 

５ 年生 4 13 6 4 11 

６ 年生 5 1 10 4 3 

合 計 99 95 113 122 151 

対計画比 

１ 年生 123.3%  108.0%  124.0%  117.9%  165.7%  

２ 年生 94.7%  113.3%  112.0%  120.0%  120.7%  

３ 年生 89.5%  50.0%  113.8%  108.3%  104.2%  

４ 年生 128.6%  91.7%  41.7%  131.6%  118.8%  

５ 年生 36.4%  118.2%  66.7%  44.4%  78.6%  

６ 年生 125.0%  25.0%  250.0%  133.3%  100.0%  

合 計 102.1%  95.0%  108.7%  113.0%  124.8%  

 

④ 子育て短期支援事業 

利用実績はあり ませんでし た。  

単位： 人日 

 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

量の見込み 
ショ ート ステイ  1 1 1 1 1 

ト ワイ ラ イ ト ステイ  1 1 1 1 1 

実績値 
ショ ート ステイ  0 0 0 0 −  

ト ワイ ラ イ ト ステイ  0 0 0 0 −  

対計画比 
ショ ート ステイ  0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ −  

ト ワイ ラ イ ト ステイ  0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ −  
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⑤ 地域子育て支援拠点事業 

令和２ 年度は実績値が量の見込みを 上回り まし たが、 令和３ 年度以降は下回っ ています。  

単位： 人回 

 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

量の見込み 2,636 2,750 2,858 2,903 2,820 

実績値 2,687 1,601 1,947 2,034 −  

対計画比 101.9％ 58.2％ 68.1％ 70.1％ −  

 

⑥ 一時預かり 事業 

幼稚園型は実績値が量の見込みを 大き く 上回っ ています。  

幼稚園型以外の実績値は令和２ 年度から 令和４ 年度までにかけて減少し ていたも のの、 令和５

年度に増加に転じ 、 実績値が量の見込みを 大き く 上回っ ています。  

 

■幼稚園型 

単位： 人日 

 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

量の見込み 154 166 180 175 159 

実績値 435 448 603 377 −  

対計画比 282.5%  269.9%  335.0%  215.4％ −  

 

■幼稚園型以外 

単位： 人日 

 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

量の見込み 24 27 29 32 32 

実績値 72 53 0 227 −  

対計画比 300.0%  196.3%  0.0%  709.4%  −  

 

⑦ 病児保育事業 

実績値は年々増加し ており 、 令和３ 年度以降は、 実績値が量の見込みを上回っ ています。  

単位： 人日 

 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

量の見込み 13 13 14 15 15 

実績値 13 15 16 42 −  

対計画比 100.0%  115.4%  114.3%  280.0%  −  
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⑧ 子育て援助活動支援事業（ フ ァ ミ リ ー・ サポート ・ センタ ー事業）  

令和４ 年度と 令和５ 年度に利用実績があり まし た。  

単位： 人 

 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

量の見込み 0 0 0 0 0 

実績値 0 0 10 2 −  

対計画比 ※量の見込みがないため、 算出不可 

 

⑨ 妊婦健康診査 

利用者数、 利用延べ回数と も に令和３ 年度を 除き 、 実績値が量の見込みを 上回っ ています。  

単位： 人、 回 

 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

量の見込み 
利用者数 53 53 53 53 52 

利用延べ回数 448 448 448 448 440 

実績値 
利用者数 102 48 55 62 −  

利用延べ回数 591 446 547 450 −  

対計画比 
利用者数 192.5%  90.6%  103.8%  117.0%  −  

利用延べ回数 131.9%  99.6%  122.1%  100.4%  −  

 

⑩ 乳児家庭全戸訪問事業 

実績値は年々減少し ており 、 令和４ 年度以降は、 実績値が量の見込みを下回っ ています。  

単位： 人 

 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

量の見込み 53 53 53 53 52 

実績値 74 53 42 41 −  

対計画比 139.6%  100.0%  79.2%  77.4%  −  

 

⑪ 養育支援訪問事業 

実績値が量の見込みを 下回っ て推移し ています。  

単位： 人 

 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

量の見込み 40 42 44 44 43 

実績値 35 41 34 16 −  

対計画比 87.5％ 97.6％ 77.3％ 38.6％ −  
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４  アンケート 調査結果から みる状況 

（ １ ） 調査の概要 

本調査は、「 多賀町子ども ・ 子育て応援プラ ン」 の改定に向けて、 子育て家庭の生活状況や町の

施策に対するご意見・ ご要望を お伺いし 、 計画づく り の参考と さ せていただく こ と を 目的と し て

実施し まし た。  

 

■調査概要 

項目 就学前子ども 保護者 小学生保護者 

調査対象者 
町内在住の就学前児童（ ０ ～５ 歳） の

保護者全員 
町内在住の小学生の保護者全員 

調査期間 令和６ 年３ 月 11 日～３ 月 25 日 

調査方法 
各園での配布・ 回収および郵送配布・  

郵送回収による 本人記入方式 
学校配布・ 回収によ る 本人記入方式 

 

■回収状況 

種別 配布数 有効回収数 有効回収率 

就学前子ども 保護者 

（ 前回調査）  

332 件 

（ 303 件）  

194 件 

（ 223 件）  

58. 4％ 

（ 73. 6％）  

小学生保護者 

（ 前回調査）  

323 件 

（ 297 件）  

227 件 

（ 250 件）  

70. 3％ 

（ 84. 2％）  

 

（ ２ ） 保護者の就労状況について 

フ ルタ イ ム就労が増加し ており 、 母親の就労形態が大き く 変化し ている。  

母親の就労状況について、 産休・ 育休・ 介護休業中も 含めフ ルタ イ ムまたはパート タ イ ムで就

労し ている人は、 就学前児童、 小学生の保護者と も に８ 割以上と なっ ています。 前回調査と 比較

すると 、 就学前児童保護者でフ ルタ イ ム就労が 11 ポイ ント 増加し ています。  

 

母親の就労状況     ■就学前児童保護者    ■小学生保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46.4 

9.8 

20.1 

7.2 

12.9 

3.6 

35.4

4.9

21.1

10.8

26.5

1.3

0% 20% 40% 60%

フルタイム就労

パートタイム就労【月120時間以上】

パートタイム就労

【月64時間以上120時間未満】

パートタイム就労【月64時間未満】

就労していない

不明・無回答

今回調査（n=194） 前回調査（n=223)

34.4 

11.0 

32.2 

11.5 

10.6 

0.4 

30.0

7.6

26.8

13.6

15.6

6.4

0% 10% 20% 30% 40%

今回調査（n=227） 前回調査（n=250)
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育児休業の取得率は父母と も に増加し ている 一方、 父親の育児参加が求めら れる 。 

育児休業の取得状況について、前回調査と 比較すると 、「 取得し た（ 取得中である）」 の割合が、

母親では 14. 5 ポイ ント 、 父親では 17. 7 ポイ ント 増加し ています。 父親の育児休業を 取得し てい

ない理由と し ては、 「 職場に育児休業を 取り にく い雰囲気があっ た」 が前回調査と 比べて増加し て

いるこ と から 、 父親の育休については理解が浸透し ていない現状も う かがえます。  

 

育児休業の取得状況 

■就学前児童保護者【 母親】      【 父親】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児休業を 取得し ていない理由（ 上位３ 位）  

 

 

 

 

 

 

 

仕事と 子育てを 両立する上で必要なこ と について、「 配偶者の育児協力」が６ 割程度と 最も 高く 、

前回調査と 比較し ても 10 ポイ ント 以上増加し ており 、さ ら なる父親の育児参加などが求めら れま

す。  

仕事と 子育てを 両立する上で必要なこ と （ 上位５ 位）  

■就学前児童保護者 

 

 

 

 

 

 

  

34.0 

45.7

56.2 

41.7

8.8 

9.9

1.0 

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

（n=194）

前回調査

（n=223)

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

不明・無回答

0.5 

0.0

22.2 

4.5

68.6 

84.8

8.8 

10.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

（n=194）

前回調査

（n=223)

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

不明・無回答

29.3 

31.6 

27.1 

21.7

20.6

26.5

0% 10% 20% 30% 40%

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

配偶者が育児休業制度を利用した

今回調査（n=133） 前回調査（n=189)

60.8 

49.0 

44.3 

35.1 

32.0 

50.7

39.5

38.1

23.8

22.0 

0% 20% 40% 60% 80%

配偶者の育児協力

上司・同僚の理解

放課後児童クラブ（学童保育）の整備

労働（残業を含む）時間の短縮

育児休業制度や短時間勤務制度の充実

今回調査（n=194） 前回調査（n=223)
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（ ３ ） 子育て環境について 

就学前は子育てと 仕事の両立、小学生では子ども の友だちのこ と に不安を 感じ てい

る保護者が多い。  

子育てに関する不安や負担の有無について、前回調査と 比べてやや増加し、就学前児童、小

学生の保護者と もに合計で５割以上と なっています。 

子育てに関して悩んでいること については、就学前児童、小学生の保護者と もに「子育てと 仕

事の両立」「子ども のしつけのこと 」「子ども の教育・保育のこと 」が上位にあがっており、仕事と

子育ての両立支援などが求められます。前回調査と 比較すると 、就学前保護者では「子育てと 仕

事の両立」、小学生保護者では「子どもの友だちのこと 」が増加しています。 

 

子育てに関する不安や負担の有無 

    ■就学前児童保護者   ■小学生保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てに関する悩み（ 上位５ 位）  

   ■就学前児童保護者       ■小学生保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.3 

43.3 

30.4 

6.2 

10.3 

0.5 

4.9

44.4

29.1

8.1

11.7

1.8

0% 20% 40% 60%

非常に不安や負担を感じる

なんとなく不安や負担を感じる

あまり不安や負担などは感じない

まったく感じない

どちらともいえない

不明・無回答

今回調査（n=194） 前回調査（n=223)

8.4 

45.4 

28.6 

6.6 

9.7 

1.3 

8.0 

43.6 

28.8 

5.2 

11.2 

3.2 

0% 20% 40% 60%

今回調査（n=227） 前回調査（n=250)

46.7 

37.4 

36.6 

35.7 

33.9 

40.8

35.6

34.0

41.2

27.2

0% 20% 40% 60%

子どもの友だちのこと

子育てと仕事の両立

子どもの教育・保育のこと

子どものしつけのこと

子どもの生活習慣のこと

今回調査（n=227）

前回調査（n=250)

51.0 

44.3 

41.2 

39.7 

36.1 

44.8

39.5

43

32.7

29.6

0% 20% 40% 60%

子育てと仕事の両立

子どもの発育・発達のこと

子どものしつけのこと

子どもの教育・保育のこと

子どもの健康のこと

今回調査（n=194）

前回調査（n=223)
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相談先と し て配偶者をあげる人が多く 、近所の人や子育て中の仲間などは少なく な

っ ているこ と から 、 世帯単位での子育て傾向がう かがえる。  

子育てに関する相談先について、 就学前児童、 小学生の保護者と も に、 「 配偶者」 や 「 親族」「 友

人・ 知人」 と いう 回答が前回同様、 最も 高く なっ ていますが、 一方で、 「 子育て中の仲間」 は前回

と 比べて減少し ており 、「 近所の人」 の割合も 低く なっ ているこ と から 、 世帯単位での子育て傾向

が進んでいるこ と がう かがえます。 また、「 一人で抱えている」 は、 就学前児童保護者で 1. 5％、

小学生保護者で 2. 6％と なっ ています。  

 

子育てに関する相談先 

     ■就学前児童保護者   ■小学生保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今回調査の「 友人・ 知人」 の選択肢は、 前回調査では「 友人・ 知人・ 近所の人」 の選択肢。  

  

76.7 

68.3 

58.6 

5.3 

26.4 

16.7 

0.9 

2.6 

0.0

0.9 

0.4 

0.4 

0.4 

2.6 

0.4 

2.2 

69.6

68.4

63.2

34.4

15.2

2.8

2.8

1.6

0.4

1.6

0.0

0.4

2.8

0.4

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査（n=227） 前回調査（n=250)

82.0 

71.6 

68.6 

7.7 

28.9 

23.2 

5.2 

11.9 

0.5 

0.0

3.6 

0.0

1.0 

1.5 

0.5 

0.0

79.4

80.7

66.8

35.0

30.0

5.8

12.1

0.9

0.0

2.7

0.0

1.8

0.9

1.3

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配偶者

親族（親、きょうだいなど）

友人・知人

近所の人

子育て中の仲間

園（幼稚園、保育園、こども園等）や学校

ふれあいの郷（福祉保健課）

子ども・家庭応援センター、子育て支援

センター

愛犬つくし教室（療育教室）

家庭児童相談室（県健康福祉事務所）

医師

民生委員児童委員、主任児童委員、

人権擁護委員

その他

一人で抱えている

特に相談することはない

不明・無回答

今回調査（n=194） 前回調査（n=223)
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子育てに影響する環境は、 家庭が７ 割以上、 保育施設は２ 割以上と なっ ている。  

子育てに最も 影響すると 思われる環境について、 就学前児童では「 家庭」 が増加し ているも の

の、 「 幼稚園・ 保育園・ こ ども 園などの保育施設」 が２ 割以上と なっ ており 、 保育施設が子育てや

教育における役割を 担う こ と への期待も う かがえます。  

 

子育てに最も 影響すると 思われる環境 

■就学前児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済的な理由で子ども に必要な物事をあき ら めたこ と がある人は、約３ 割と なっ て

いる。  

経済的な理由で子ども に必要な学習用品や習いごと などを あき ら めた経験の有無について、「 よ

く あっ た」「 たまにあっ た」 の合計は、 就学前児童保護者で 31. 5％、 小学生保護者で 34. 0％と な

っ ています。  

 

経済的な理由で子ども に必要な物事を あき ら めた経験 

■就学前児童保護者・ 小学生保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71.6 

0.5 

26.3 

1.0 

0.5 

62.8

0.9

31.4

0.4

4.5

0% 20% 40% 60% 80%

家庭

地域

幼稚園・保育園・こども園などの保育施設

その他

不明・無回答

今回調査（n=194） 前回調査（n=223)

5.7 

25.8 

20.6 

45.9 

2.1 

6.2 

27.8 

22.5 

41.9 

1.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

よくあった

たまにあった

あまりなかった

ほとんど（全く）なかった

不明・無回答

就学前（n=194） 小学生（n=227）



 

27 

（ ４ ） 教育・ 保育事業やサービスの利用について 

認可保育園の利用希望が約４ 割、 認定こ ども 園の利用希望が約３ 割と なっ ている 。 

定期的に利用し たい教育・ 保育事業について、 令和５ 年までに多賀町内のすべての幼稚園が認

定こ ども 園へ移行し たこ と から 、 「 認定こ ども 園」が３ 割程度と 前回調査と 比べて増加し ています。

また、 「 認可保育園」 は減少し たも のの４ 割以上と 最も 高く なっ ており 、 共働き 世帯や核家族世帯

の増加から 保育のニーズが高いこ と がう かがえます。  

 

定期的に利用し たい教育・ 保育事業 

 

■就学前児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.1 

1.5 

45.9 

27.8 

0.5 

0.5 

1.0 

0.5 

0.5 

0.0

1.0 

0.5 

1.5 

16.5 

8.5

4.9

58.7

17.5

0.0

0.4

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

1.3

7.6

0% 20% 40% 60% 80%

幼稚園（預かり保育の利用なし）

幼稚園（預かり保育も定期的に利用）

認可保育園

認定こども園

児童発達支援事業

家庭的保育

事業所内保育施設

認証保育所

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

小規模な保育施設

ファミリー・サポート・センター

その他

不明・無回答

今回調査（n=194) 前回調査（n=223)
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私用やリ フ レ ッ シュ 目的での一時的な預かり 事業の利用意向が増加し ている。  

一時的な預かり 事業の利用意向について、 「 利用し たい」 が４ 割以上と なっ ており 、 利用し たい

理由については、「 私用、 リ フ レ ッ シュ 目的」 が６ 割程度と 最も 高く 、 前回調査と 比べて 20 ポイ

ント 近く 増加し ています。  

 

一時的な預かり 事業の利用意向 

 

■就学前児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用し たい理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45.4 

53.1 

1.5 

44.8

50.7

4.5

0% 20% 40% 60%

利用したい

利用する必要はない

不明・無回答

今回調査（n=194） 前回調査（n=223)

61.4 

51.1 

25.0 

2.3 

2.3 

42.0

61.0

32.0

6.0

1.0

0% 20% 40% 60% 80%

私用（買い物、子どもや親の習い事等）、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院等

不定期の就労

その他

不明・無回答

今回調査（n=88） 前回調査（n=100)
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（ ５ ） 放課後の過ごし 方について  

放課後の過ごし 方と し て、 放課後児童ク ラ ブは約２ 割、 学習塾や習い事に行く 子ど

も や家で一人で過ごす子ども が増加し ている。  

小学生の放課後の過ごし 方について、「 家で親や祖父母等家族（ 大人） と 過ごす」 が最も 高く な

っ ており 、 次いで「 学習塾や習い事に行っ ている」「 公園などの外で友だちと 遊んでいる」 が３ 割

程度、「 放課後児童ク ラ ブ（ 学童保育） で過ごす」 が２ 割程度と なっ ています。 前回調査と 比較す

ると 、「 家で子ども がひと り で過ごす」「 学習塾や習い事に行っ ている」「 公民館などの公共施設で

過ごす」 などが増加し ています。  

 

平日の放課後の過ごし 方 

■小学生保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.0 

19.8 

1.3 

12.3 

55.5 

16.3 

25.6 

36.1 

0.0

5.7 

36.6 

7.9 

0.0

3.5 

0.0

3.5 

3.5 

3.6

20.8

1.2

8.8

54.8

16.4

40.4

31.2

0.4

0.4

32.8

4.4

0.4

28.0

0.8

2.4

5.2

0% 20% 40% 60%

学校で遊んでいる

放課後児童クラブ（学童保育）で過ごす

放課後等デイサービスで過ごす

家で子どもがひとりで過ごす

家で親や祖父母等家族（大人）と過ごす

家で子どもだけ（きょうだい含む）で過ごす

友だちの家で過ごす

公園などの外で友だちと遊んでいる

公園などの外でひとりで遊んでいる

公民館などの公共施設で過ごす

学習塾や習い事に行っている

スポーツ少年団に行っている

地域活動をして過ごしている

家族や親族などの大人と外出している

図書館で過ごしている

その他

不明・無回答

今回調査（n=227） 前回調査（n=250)



 

30 

小学校入学後の放課後の過ごし 方と し て、 低学年では放課後児童ク ラ ブが約４ 割、

高学年では習い事が約３ 割と なっ ている。  

就学前児童の小学校入学後の放課後の過ごし 方について、 低学年・ 高学年と も に「 自宅」 が最

も 高く なっ ていますが、 低学年では「 放課後児童ク ラ ブ（ 学童保育）」 が４ 割以上、「 あけぼのパ

ーク 多賀（ 博物館、図書館等）」 が２ 割程度、高学年では「 習い事（ ピアノ 教室、サッ カ ーク ラ ブ、

学習塾など）」「 中央公民館 「 多賀結いの森」」 が３ 割程度と なっ ています。前回調査と 比較すると 、

低学年で「 放課後児童ク ラ ブ（ 学童保育）」、 高学年で「 習い事」 が増加し ています。  

 

小学校入学後の放課後の過ごし 方 

  ■就学前児童保護者【 低学年】    【 高学年】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「 中央公民館「 多賀結いの森」」「 あけぼのパーク 多賀（ 博物館、 図書館等）」 は今回のみの選択肢。「 児童館」 は

前回のみの選択肢。  

  

54.2 

16.7 

29.2 

25.0 

12.5 

0.0

0.0

16.7 

16.7 

33.3 

46.2

15.4

15.4

7.7

26.9

0.0

0.0

3.8

26.9

0% 20% 40% 60% 80%

今回調査（n=24） 前回調査（n=26)

62.5 

20.8 

37.5 

16.7 

45.8 

0.0

0.0

20.8 

29.2 

0.0

65.4

23.1

23.1

3.8

38.5

0.0

0.0

11.5

3.8

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、

学習塾など）

中央公民館「多賀結いの森」

児童館

放課後児童クラブ（学童保育）

放課後等デイサービス

ファミリー・サポート・センター

あけぼのパーク多賀（博物館、図書館等）

その他（公園など）

不明・無回答

今回調査（n=24） 前回調査（n=26)
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（ ６ ） 多賀町の子育て支援について  

地域において、子ども 同士が遊べる機会の充実や子ども の安全を 守る取組が求めら

れている。  

子育てについて地域と し て取り 組むべき こ と について、 前回調査では「 地域の子ども への見守

り と 声かけ」 が最も 高く なっ ていまし たが、 今回は「 子ども 同士が遊べる機会の充実」 が最も 高

く なっ ています。  

 

子育てについて地域と し て取り 組むべき こ と  

 

■小学生保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.8 

10.1 

8.8 

29.1 

4.0 

15.4 

30.0 

43.6 

4.8 

15.0 

10.6 

2.6 

6.2 

4.4 

3.2

8.0

6.8

32.8

6.4

10.0

26.4

28.4

5.6

8.8

8.0

0.8

2.0

15.2

0% 10% 20% 30% 40% 50%

子育てグループなどの自主的な活動への支援

子育てについて学習する場の充実

子育てを支援するボランティアの育成

地域の子どもへの見守りと声かけ

ＰＴＡや子ども会などへの親の積極的な参加

子どもの活動への学校や児童館などとの連携

子どもの安全のための地域のパトロール

子ども同士が遊べる機会の充実

子育て中の親がボランティアや、地域活動に

参加しやすい仕組みをつくる

子育てに関する身近な相談窓口をつくる

身近な地域で世代間交流や様々な体験の機会な

どをつくる

その他

特に必要だと思うことはない

不明・無回答

今回調査（n=227） 前回調査（n=250)
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42.7 

30.4 

15.9 

15.0 

11.0 

6.6 

7.5 

4.0 

11.0 

36.6 

2.6 

0.4 

0.9 

9.7 

3.1 

4.0 

8.8 

26.0 

13.7 

8.8 

35.7 

7.9 

3.1 

4.0 

4.8 

14.1 

5.3 

11.0 

16.3 

33.0 

4.8 

30.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

（n=227）

評価できる点 充実してほしい点

46.9 

16.5 

14.4 

13.9 

13.4 

10.8 

8.2 

2.1 

7.7 

25.8 

3.1 

0.5 

1.0 

13.9 

4.6 

6.7 

19.6 

18.0 

21.6 

18.6 

37.6 

10.3 

1.5 

3.6 

5.2 

12.4 

7.2 

14.9 

14.4 

23.2 

4.6 

19.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

幼稚園・保育園・こども園等子育て支援環

境の充実

小学校、中学校等教育環境の充実

児童館等の子育て関連施設の充実

親子で参加しやすいイベント等の機会づくり

子どもの遊び場づくり

親子が生活しやすい地域環境整備

子育てサークル活動への支援

親子の健康づくり

食育の推進

子どもの医療や疾病予防

障がいのある子どもに関する支援

父親の子育てへの参加促進

企業と連携した仕事と子育ての両立支援

子育て家庭への経済的支援

地域における子育ての理解促進

子どもの安全・安心対策

（n=194）

評価できる点 充実してほしい点

子育て支援環境や医療については評価さ れている一方で、子ども の遊び場づく り や

経済的支援の充実が求めら れている。  

子育てに関する 取組について、 評価でき る 点と し て「 幼稚園・ 保育園・ こ ども 園等子育て支援

環境の充実」「 子ども の医療や疾病予防」 が高く なっ ている一方、 充実し てほし い点と し て「 子ど

も の遊び場づく り 」「 子育て家庭への経済的支援」 が高く なっ ています。 また、「 父親の子育てへ

の参加促進」「 企業と 連携し た仕事と 子育ての両立支援」 は評価が低く なっ ています。  

 

多賀町の子育てに関する取組について、 評価でき る点・ 充実し てほし い点 

 

    ■就学前児童保護者    ■小学生保護者 
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子ども が安全に遊べる場所や通学路の安全確保などが求めら れています。  

多賀町の子育て支援について、 就学前児童保護者では、 室内で遊べる場所や広い公園を 求める

意見、 経済的支援や保育環境の充実に関する意見、 多賀町の自然を 活かし た遊びや教育に関する

意見などがあげら れています。 小学生保護者では、 子ども 同士が遊びやすい環境づく り 、 通学路

の安全確保などに関する意見があげら れています。  

 

多賀町の子育て支援についてのご意見・ ご提案（ 自由回答）  

 

■就学前児童保護者（ 意見抜粋）  

遊び場・ 居場所について 

 ・ 遊具がたく さ んある広い公園がほし い。  

・ 夏休みなど は暑く て外で遊べないため、 家の中で過ごすこ と になる。 夏でも 室内で体を 動か

し て遊べる よう な場所を つく っ てほし い。  

・ 公民館などに安全なおも ち ゃ を 増やし てほし い。  

保育事業・ 子育て支援サービスについて 

 ・ 保育園退園制度を なく し てほし い。  

・ 現場の声に耳を 傾け、 保育士の就労環境や保育環境を 整えてほし い。  

・ 子育て支援セン タ ーを 午後も 利用でき る よ う にし てほし い。  

・ 平日の夕方や土日・ 祝日について、 柔軟な預け方ができ る よう にし てほし い。  

経済的支援について  

 ・ オムツ・ ミ ルク 等の購入助成は助かるが、 申請し やすく し たり 、 品目を 増やす等し てほし い。 

・ 物価高騰で経済的に厳し い状況が続いている 。  

・ 給食費の無償化や 18 歳までの医療費無料を 求める 。  

相談・ 情報提供について  

 ・ 健診も 他の自治体よ り 充実し ていて、 すく すく 相談など、 小規模である 利点を 活かし て実施

さ れている と 思う 。  

・ イ ベント 開催について上手く 周知し ても ら いたい。  

子育て環境について  

 ・ 自然豊かな多賀町だが、 自然の遊び方に不慣れで十分に活かせていない。  

・ 多賀町は自然豊かで子育て施策が充実し ていると 聞いて引っ 越し てき たが、 他の市町も 充実

し てき ているため、 多賀町だから こ そと いう こ と がなく なっ ている。  

その他 

 ・ 災害時、 避難先での乳幼児の保育環境に不安を感じ る 。  

・ スーパーやド ラ ッ グスト アがなく 、 買い物が不便。  
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■小学生保護者（ 意見抜粋）  

遊び場・ 居場所について 

 ・ 同じ 学年の子と 住んでいる 場所が遠く 、 友だちと 遊ぶ機会が少ない。 放課後そのまま学校で

遊ぶこ と ができ る 日があれば良い。  

・ 公園に遊具が少なく 、 子ども の人数が多く て使えないこ と がある。  

・ 多賀結いの森の開放日を 増やし てほし い。  

・ 子ども が一人でも 気軽に安全に遊びに行ける 公園があれば、 子ど も 同士が遊びやすい環境が

でき る と 思う 。  

学校・ 教育関連について 

 ・ 小学校の施設や設備的な整備を お願いし たい。  

・ 成長と と も に学校でのこ と が分かり づら く なっ ており 不安も 多い。 参観や家庭訪問など先生

と 話す機会があり がたい。  

・ 通学路が危険な箇所が多いため、 子ども たちが事故なく 安全に通える よ う にし てほし い。  

・ 多賀町はト ラ ッ ク など大型車が多く 、 交通量も 多いが、 スク ールガード が少ない。  

・ 小学校区に関わら ず、 自由に小学校を 選べる よう にし てほし い。  

・ フ リ ースク ールの支援を し てほし い。  

経済的支援について  

 ・ 給食費の無償化を 進めてほし い。  

相談・ 情報提供について  

 ・ 小学生以上の子ども の相談を する場所が必要。  

・ 療育の相談を 気軽にでき る体制や必要と し ている すべての子が受けら れる 児童発達支援を 充

実さ せてほし い。  

学童や子育て支援について 

 ・ 多賀町は子ども に対し て学校の先生や学童の先生方が気軽に話を し て、情報共有し てく れる。 

・ スポーツ 学童のよ う な、 運動でき る 場があれば良いと 思う 。  

・ 多賀町ら し い親子イ ベン ト を 今後も 開催し てほし い。  

その他 

 ・ 公共交通機関を 充実さ せてほし い。 車がないと すごく 不便だと 思う 。  

・ 小規模な町だから こ そ、 小さ な声を 取り 上げてほし い。 金銭面の補助はあり がたいが、 子育

てし ながら 働き やすい町かと いう と そう ではない。  
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５  第２ 期計画の評価 

（ １ ） 主な取組状況 

第２ 期計画の基本目標ごと の主な取組状況は次のと おり です。  

基本目標Ⅰ 子ども の人権の尊重と 明るい未来を 拓く 人づく り  

・ 人権に関する学習機会と し て、 中学校においてスマホ・ ケータ イ 人権教室を 実施し た。  

・ 乳幼児健診や乳児家庭全戸訪問事業、 すく すく 教室を 通じ て育児に不安や悩みを 抱えた保護

者の把握を行い、 必要に応じ て子ども ・ 家庭応援センタ ーと 連携し て支援を 行っ た。  

・ スク ールソ ーシャ ルワーカ ーと 連携し 、 不登校児童・ 生徒の相談活動を 定期的に、 また要請

があっ た際に実施し た。  

・ 幼小中連携教育を 実施する中で、 学習づく り 、 集団づく り 、 生活習慣づく り の３ 部会で協議

を 行い、 子ども の実態に応じ た取組を 学校・ 園が連携し て進めるこ と ができ た。  

・ 学校支援コ ーディ ネータ ーの配置により 、 学校と 地域の連携調整を 行っ た。  

基本目標Ⅱ 子ども を 安心し て産み育てるこ と ができ るまちづく り  

・ すく すく 相談（ 子育て相談） は、 コ ロナ禍の影響で令和４ 年までは希望者に対し て実施、 令

和５ 年から は月１ 回保健センタ ーで実施し た。  

・ 発達相談員と と も に、 保育園等を定期的に訪問し た。  

・ 健康推進員による、 親子の料理教室、 小学生と 祖父母の料理教室等を 実施し た。  

・ 令和６ 年４ 月から 高校生世代の医療費を 無料と する福祉医療費助成制度を 開始し た。  

・ 情報モラ ルについて、 親子で考える機会の設定や教職員への研修を 行っ た。  

・ ひと り 親家庭等に対し て、 子ども 家庭相談室と 連携し ながら 相談・ 助言を 行っ た。  

・ 各学校に特別支援教育支援員を 配置し 、 通常学級に在籍する特別の支援を必要と する児童・

生徒に対し ても 、 き め細かな個別指導を 実施し た。  

・ 令和５ 年度から 第３ 子以降の給食費無償化を 実施し た。  

・ 保護者負担の軽減を 目的に、 令和６ 年度から 保育園、 こ ども 園における 主食（ ごはん） の提

供を実施し た。  

基本目標Ⅲ 地域と のつながり で、 ゆと り を 持っ て子育てでき るまちづく り  

・ 幼稚園を 認定こ ども 園化するなど、 社会のニーズに合わせた教育・ 保育の提供を 行っ た。 ま

た、 適切な給付を 行い、 保育料の負担軽減を 図っ た。  

・ 多賀小学校敷地内の放課後児童ク ラ ブで、 大滝小学校の児童も 含めて受け入れを 行い、 子ど

も たちに放課後や長期休業時の居場所を 提供し た。  

・ 子育てサーク ルへの支援や子育てサポータ ーなどボラ ンティ アの育成に努めた。  

・ 多賀町通学路安全推進会議において、 小 ・ 中学校・ 園関係者等が確認し た危険個所について、

協議検討し た。  

・ スク ールガード の見守り 活動と 、 教員による登下校時の引率、 中学校Ｐ Ｔ Ａ による子ども の

見守り 活動を 実施し た。  
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（ ２ ） 進捗評価 

【 評価の方法】  

第２ 期計画に掲載さ れている 120 の施策・ 事業を 以下の評価基準で点数化し まし た。  

十分でき ている  …10 点 ややでき ている   …６ 点 

あまり でき ていない…３ 点 まっ たく でき ていない…０ 点 

 

また、 ３ つの基本目標や８ つの施策目標、 24 の基本施策ごと に平均値を算出し 、 計画全体

の検証を 行いまし た。  

 

① 基本目標ごと の評価 

計画全体の平均値は 8. 12 と なっ ており 、 基本目標ごと にみると 、「 基本目標Ⅱ」 が 8. 47 と 計

画全体の平均値を 上回っ ている一方、「 基本目標Ⅰ」 と 「 基本目標Ⅲ」 は全体の平均値を下回っ

ています。  

 

評価対象 平均値 

基本目標Ⅰ 子ども の人権の尊重と 明るい未来を拓く 人づく り  8. 06 

基本目標Ⅱ 子ども を 安心し て産み育てるこ と ができ るまちづく り  8. 47 

基本目標Ⅲ 地域と のつながり で、 ゆと り を 持っ て子育てでき るまちづく り  7. 72 

計画全体 8. 12 

 

② 施策目標ごと の評価 

施策目標ごと にみると 、「 Ⅰ-１  子ども の人権の尊重」「 Ⅱ-１  親子の健康づく り 支援」「 Ⅱ-２  

援助の必要な家庭への支援」「 Ⅱ-３  子育てに関する相談・ 情報提供体制の充実」 では計画全体

の平均値 8. 12 を上回っ ていますが、 それ以外では全体の平均値を下回っ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 29 

7. 97 

8. 33 

8. 75 

8. 29 

7. 89 

7. 50 

7. 82 

5. 00

6. 00

7. 00

8. 00

9. 00
Ⅰ-１ 子ども の人権の尊重

Ⅰ-２ 子ども が健やかに育つ環境づく り

Ⅱ-１ 親子の健康づく り 支援

Ⅱ-２ 援助の必要な家庭への支援

Ⅱ-３ 子育てに関する相談・ 情報提供

体制の充実

Ⅲ-１ 仕事と 家庭・ 地域生活の調和

Ⅲ-２ 地域における子育て支援

Ⅲ-３ 安全・ 安心な生活環境づく り

全体の平均値

8. 12
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③ 基本施策ごと の評価 

基本施策ごと にみると 、「 Ⅱ-１ （ ３ ） 小児医療・ 予防の充実」 を はじ め４ 施策が 10. 00 の最高

点と なっ ています。 一方で、 24 施策中 13 施策が計画全体の平均値を 下回っ ており 、「 Ⅲ-３ （ ２ ）

交通安全対策の推進」 を はじ め３ 施策が 6. 00 の最低点と なっ ています。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10. 00 

10. 00 

10. 00 

10. 00 

8. 86 

8. 67 

8. 67 

8. 67 

8. 38 

8. 25 

8. 13 

8. 00 

8. 00 

8. 00 

7. 80 

7. 80 

7. 33 

7. 33 

7. 33 

7. 25 

7. 00 

6. 00 

6. 00 

6. 00 

0. 00 2. 00 4. 00 6. 00 8. 00 10. 00

Ⅱ-１ （ ３ ） 小児医療・ 予防の充実

Ⅱ-１ （ ４ ） 思春期保健対策の充実

Ⅱ-２ （ ２ ） 障がいのある 子ども と その家庭に対する 支援

Ⅲ-３ （ １ ） 良好な居住環境の確保

Ⅲ-３ （ ３ ） 防犯・ 防災対策の推進

Ⅰ-１ （ １ ） 人権意識の醸成

Ⅰ-１ （ ３ ） 子ども に対する 相談支援体制の充実

Ⅱ-３ （ ２ ） 子育てに関する 情報提供体制の充実

Ⅰ-２ （ １ ） 就学前・ 学校教育の充実

Ⅰ-２ （ ２ ） 次代を 担う 若者の育成支援

Ⅲ-１ （ １ ） 仕事と 子育ての調和の推進

Ⅰ-１ （ ２ ） 児童虐待防止対策及び対策の充実

Ⅱ-１ （ ２ ） 食育の推進

Ⅱ-３ （ １ ） 子育てに関する 相談体制の充実

Ⅰ-２ （ ４ ） 子ども の豊かな体験機会の充実

Ⅲ-２ （ １ ） 地域の子育て力の向上

Ⅱ-１ （ １ ） 親子の健康の確保

Ⅱ-２ （ １ ） ひと り 親家庭の自立支援の推進

Ⅲ-２ （ ３ ） 地域子育て支援活動の育成・ 支援

Ⅲ-２ （ ２ ） 地域における 多様な交流の促進

Ⅰ-２ （ ３ ） 家庭の「 子育て力」 の向上

Ⅱ-２ （ ３ ） 外国につながり のある 子ど も や保護者への支援

Ⅲ-１ （ ２ ） 男女共同子育ての推進

Ⅲ-３ （ ２ ） 交通安全対策の推進

全体の平均値

8. 12
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１  子ども が夢や希望を持っ て成長するこ と ができ る環境づく り が

必要です。  

２  家庭状況や支援ニーズに応じ たき め細かい支援が必要です。  

６  子ども ・ 子育てを取り 巻く 課題のまと め 

 

 

 

 

●こ ども 基本法の基本理念およ びこ ども 大綱の基本的方針には、 子ども ・ 若者を 権利の主体

と し て認識し 、 多様な人格・ 個性を 尊重し 、 権利を 保障し 、 子ども ・ 若者の今と こ れから

の最善の利益を 図るこ と が示さ れており 、 子ども の権利を 守る取組が重要と なり ます。  

●児童虐待相談件数は、 令和３ 年以降は減少傾向ですが、 ネグレ ク ト が増加傾向と なっ てお

り 、 保護者への子育て相談や指導により 、 虐待防止に取り 組むこ と が必要です。  

●小学生保護者が抱える子育てに関する 悩みと し て「 子ども の友だちのこ と 」 や「 子ども の

教育・ 保育のこ と 」 が上位にあげら れています。 また、 成長と と も に学校でのこ と が分か

り づら く なり 不安と いう 声も あがっ ているこ と から 、 学校と 保護者が情報を 共有でき る 体

制づく り が必要です。  

●アンケート 調査では、小学生の放課後の居場所と し て、学習塾や習い事が増加し ています。

家庭環境に関わら ず、 多様な体験活動や外遊びの機会に接するこ と ができ 、 安心し て過ご

せる場所を 持つこ と ができ るよう 、 学校・ 地域・ 家庭が連携し て居場所づく り を 推進する

こ と が重要です。  

●充実し てほし い子育てに関する取組と し て、「 子ども の遊び場づく り 」 が最も 高く なっ てお

り 、 公園の遊具の充実や室内で遊べる場所が求めら れています。  

 

 

 

 

●母子世帯数が増加傾向にあり 、 ひと り 親世帯は経済的困難を 抱えやすい状況と なっ ている

こ と から 、 就労支援や経済的な支援が必要です。  

●経済的な理由で子ども に必要な物事を あき ら めた経験がある 保護者は、 約３ 割で、 そのう

ち「 よく あっ た」 と 回答し た割合は６ ％程と なっ ており 、 経済的に困難な世帯が一定数あ

るこ と がう かがえます。  

●多賀町では、 各学校に特別支援教育支援員を 配置し 、 一人ひと り に応じ たき め細かな個別

指導を 実施し ており 、 引き 続き 発達段階に応じ た指導を行う こ と が大切です。  

●子育てに関し て不安や負担を 感じ ている方は、 ５ 割以上と なっ ており 、 そのう ち「 非常に

不安や負担を 感じ る」 と 回答し た割合は１ 割程と なっ ており 、 保護者に寄り 添っ た相談支

援や子育てに関する情報提供等により 、 不安解消に努めるこ と が重要です。  

●充実し てほし い子育てに関する取組と し て「 子育て家庭への経済的支援」 が、 特に小学生

保護者で高く なっ ており 、 自由回答意見では、 給食費の無償化などの経済的支援を 求める

声があがっ ているこ と から 、 引き 続き 支援に取り 組むこ と が重要です。  
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３  子ども たちを見守り 、 子育てを支援する地域社会づく り が必要

です。  

 

 

 

 

●フ ルタ イ ムで働く 母親が増加し ており 、保護者の就労形態が大き く 変化し ているこ と から 、

保育ニーズが今後も 高まるこ と が予想さ れます。  

●育児休業の取得率は父母と も に増加し ている一方で、 父親の育児参加についてはまだ進ん

でいない状況がう かがえるこ と から 、 周知・ 啓発に努めると と も に、 仕事と 子育ての両立

支援に取り 組むこ と が必要です。  

●私用やリ フ レ ッ シュ 目的での一時的な預かり 事業の利用意向が増加し ており 、 柔軟な預か

り 保育が求めら れています。  

●子育てに関する相談先について、「 子育て中の仲間」 の割合は減少し 、「 近所の人」 も 少な

く なっ ているこ と から 、家庭で子育てを 抱え込んでし まう 子育ての孤立化が懸念さ れます。

地域全体での子育てを推進し ていく こ と が必要と なり ます。  

●小学校入学後の過ごし 方と し て、 低学年では学童が４ 割以上と なっ ています。 学童におい

て子ども たちの放課後の居場所を 提供し ていく と と も に、 支援学級児童や障がい児の受入

体制を 整備し ていく こ と が重要です。  

●子育てについて地域と し て取り 組むべき こ と について、「 子ども 同士が遊べる機会の充実」

が最も 高く なっ ています。 自由回答においても 、 近く に友だちが住んでいないため遊ぶ機

会が少ないこ と や子ども が一人でも 遊びに行ける 公園があれば良いと いう 意見があがっ て

おり 、 子ども たちだけでも 安心し て遊ぶこ と ができ る場所が必要と なっ ています。  

●アン ケート 調査では、 通学路の安全確保を 求める意見やスク ールガード が少ないと いう 意

見があがっ ており 、 地域における登下校の見守り を 継続し て行う こ と が必要と なり ます。  
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第３ 章 子ども ・ 子育て応援プラ ンがめざすも の 

１  計画の基本理念 

多賀町ではこ れまで、 第１ 期の子育て支援事業計画と なる「 多賀町子ども ・ 子育て応援プラ ン

2015」 より 継承さ れている「 みんなで応援 子ども と 子育て 親も 子も 地域も  キラ リ と ひかる

まち・ 多賀」 を 子ども の育ちや子育てを 支援・ 応援する普遍的な理念と し て掲げ、 子育て支援に

関する様々な取組を推進し てき まし た。  

近年、 子ども や子育て家庭を 取り 巻く 環境は多様化・ 複雑化し ているこ と から 、 子ども が置か

れている環境等に関わら ず、 その権利の擁護が図ら れ、 将来にわたっ て幸福な生活を 送るこ と が

でき る社会の実現をめざし て、 子ども 施策を 総合的に推進するこ と が重要と なり ます。  

本計画においては、 子ども が権利の主体と し て尊重さ れ、 幸せに生き ていけるよう 、 子ども の

権利を 保障すると と も に、 地域全体で子ども と 子育て家庭を 応援するまちを めざし て、 こ れまで

の基本理念を継承し 、 取組を 進めていき ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

みんなで応援 子ども と 子育て 

親も 子も 地域も  キラ リ と ひかるまち・ 多賀 

子育ての基盤は家庭であり 、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を 有する

と いう 基本的認識のも と 、 保護者が子育ての喜びや楽し さ を実感し 、 子ども と 向き 合い、 子ど

も と と も に成長でき るよう な支援の実現を めざし ます。  

地域共生社会の実現に向けて、こ れまで以上に子ども の成長と 保護者の子育てを 温かく 見守

り 、 応援でき るよう 、 地域のあら ゆる分野におけるすべての構成員が、 子ども の育ちや子育て

家庭への支援の意義を 理解し 、 それぞれの役割を 果たすと と も に、 相互に協力し て行われるま

ちづく り を めざし ます。  



 

41 

視点 ③  ふれあいと 支え合いの子育て応援の輪が広がる地域づく り  

 

視点 ①  子ども の最善の利益の確保 

視点 ②  多賀町の未来を託す人づく り  

視点 ④  すべての子育て家庭が安心でき る子育て支援 

 

 

 

２  計画の基本的な視点 

 

 

 

子ども ・ 若者は、 家族にと っ ても 、 社会にと っ ても 大切な存在であり 宝であり 、 子ども

の育ちや子育て家庭を応援するにあたり 、 子ども の幸せを 第一に考え、 子ども の最善の利

益が実現さ れる社会をめざすこ と を基本にし ます。子ども が自立し た個人と し て尊重さ れ、

虐待やいじ めを 受けるこ と がなく 、 障がいの有無や国籍等に関わら ず等し く 教育・ 保育が

受けら れる環境の整備を 図り ます。  

 

 

 

 

子ども たちの創造的で豊かな心を 育むこ と で、 将来への夢や希望を 持ち、 地域社会の一

員と し てこ れから の社会を 支えていく こ と ができ る 人づく り を重視し ます。  

また、 子ども たちの成長には、 家庭での子ども と 保護者の関わり や周り の大人と の関わ

り が大き な影響を持つこ と から 、 家庭や地域の子育て力の向上を図り ます。  

 

 

 

 

地域社会全体で子ども の育ちや子育て家庭を 応援するため、地域社会の様々な構成員が、

子ども の権利を 守り 、 子ども を まちの宝と し て大切に育てる意識を共有すると と も に、 多

様なふれあいや支え合いを 通し て、 子育て応援の輪が広がる地域づく り を重視し ます。  

なお、 こ う し た地域づく り にあたっ ては、 小学校区（ 多賀・ 大滝） ごと に人口の構造・ 規

模・ 動向が大き く 異なるため、 地域の実態を 踏まえ、 取り 組みます。  

 

 

 

 

ラ イ フ スタ イ ルや家族観の多様化や保護者の就労形態の変化など、 今後も 子育て家庭が

おかれる様々な状況に対応でき るよ う 、 利用者の視点に立っ た柔軟かつ総合的な保育・ 教

育事業の実施と 、 子育て支援策の充実を重視し ます。  

親が子ども の成長を 喜びと し て実感でき るよう 、 また、 地域社会と のつながり の中で親

も 子も 成長でき る よう 、 仕事と 家庭生活、 地域生活と の調和の実現に努め、 ゆと り ある 家

庭づく り を 重視し ます。  
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３  基本目標 

基本理念の実現に向けて、 次の３ つの基本目標を 掲げ、 施策を 推進し ます。  

 

基本目標Ⅰ 子ども の権利の保障と 明るい未来を拓く 人づく り  

こ ども 基本法の理念に基づき 、 子ども たち 自身が権利の主体であるこ と を 理解すると と も に、

子ども の最善の利益を 尊重する地域社会の形成に向けた取組を 進めるこ と が必要です。 様々な機

会を 通じ て子ども が意見を 表明でき 、 その意見が尊重さ れる環境づく り を 進めると と も に、 子ど

も や子育て家庭の視点に立っ た支援に努めます。  

学校や家庭等における教育環境の充実、 子ども たちの多様な学びや体験機会の充実、 安心し て

過ごすこ と ができ る居場所づく り 等に取り 組むこ と で、子ども の生き る力と 豊かな心を 育みます。 

また、不登校や学校に行き づら い子ども など、子ども への相談支援体制を 充実さ せると と も に、

次世代を 担う 子ども が、 様々な教育や多様な交流の中で人生を 切り 拓く ための力を つけ、 将来に

対し て明るい希望を 持てるよう な社会環境づく り を 進めます。  

 

基本目標Ⅱ 子ども を安心し て産み育てるこ と ができ るまちづく り  

妊娠・ 出産期から 学童期・ 思春期、青年期まで、子ども の心身の健やかな成長を支えるために、

切れ目なく 保健・ 福祉の取組を 推進するこ と が重要です。 子ども を 安心し て産み育てるこ と がで

き る よう 、 母子保健の推進、 病気や障がいの早期発見、 適切な医療体制の整備、 思春期における

心身の健康づく り など、 妊娠期から の切れ目のない支援を推進し ます。  

また、 子ども の貧困やヤングケアラ ーなど、 複合的な課題を 抱える子育て家庭が全国的に増加

し ており 、 それぞれの状況に応じ た支援やき め細かな対応が求めら れています。 関係機関と の連

携を 強化し 、 課題を 把握し て支援につなげる体制整備を進めると と も に、 相談体制や情報提供体

制の充実を 図り 、 誰一人取り 残さ ず、 すべての子ども と 子育て家庭を 支える 環境づく り を進めま

す。  

 

基本目標Ⅲ 地域と のつながり で、ゆと り を持っ て子育てできるまちづく り  

核家族化の進行や地域のつながり の希薄化、 保護者の就労形態の多様化など、 子育て家庭を 取

り 巻く 状況は大き く 変化し ており 、 子育て家庭の孤立化も 懸念さ れます。 子育て家庭の孤立を 防

ぐ と と も に、 安心し て子育てができ る環境の整備に努め、 子育て家庭の不安の解消に取り 組みま

す。 また、 子育てを し ながら でも 働き やすい職場環境の整備、 就労形態の多様化に対応し た保育

サービスの充実を 図り 、 保護者がゆと り を持っ て子ども と 向き 合えるよう 支援し ます。  

子ども や子育て家庭が暮ら し やすいまち づく り に向けて、 公園や通学路の安全確保、 防犯活動

や見守り 等を進め、 地域全体で子ども を見守り 、 育んでいく まちを めざし ます。  
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４  施策の体系 

本計画の基本理念と その実現に向けた基本目標、 また施策目標と それに基づく 取組について、

以下の体系に沿っ て展開し ます。  

 

みんなで応援 子ども と 子育て 親も 子も 地域も  キラ リ と ひかるまち・ 多賀 

 

基本目標Ⅰ 子ども の権利の保障と 明るい未来を 拓く 人づく り  

施
策
目
標 

１  子ども の権利の保障 

（ １ ） 子ども の権利に関する 意識の醸成 

（ ２ ） 児童虐待防止対策およ び対応の充実 

（ ３ ） 子ども に対する 相談支援体制の充実 

２  子ども が健やかに育つ 

教育環境の整備 

（ １ ） 就学前・ 学校教育の充実 

（ ２ ） 次代を担う 若者の育成支援 

（ ３ ） 家庭の子育て力の向上 

３  居場所や体験機会の充実 
（ １ ） 居場所づく り の推進 

（ ２ ） 子ども の豊かな体験機会の充実 
 

基本目標Ⅱ 子ども を 安心し て産み育てるこ と ができ るまちづく り  

施
策
目
標 

１  親子の健康づく り 支援 

（ １ ） 親子の健康の確保 

（ ２ ） 食育の推進 

（ ３ ） 小児医療・ 予防の充実 

（ ４ ） 思春期保健対策の充実 

２  援助の必要な家庭への支援 

（ １ ） ひと り 親家庭の自立支援の推進 

（ ２ ） 子ども の貧困対策の推進 

（ ３ ） 障がいのある子ども と その家庭に対する 支援 

（ ４ ） 外国につながり のある子ども や保護者への支援 

３  子育てに関する相談・ 情報提供

体制の充実 

（ １ ） 子育てに関する相談体制の充実 

（ ２ ） 子育てに関する情報提供体制の充実 
 

基本目標Ⅲ 地域と のつながり で、 ゆと り を 持っ て子育てでき るまちづく り  

施
策
目
標 

１  仕事と 家庭・ 地域生活の調和 

（ １ ） 多様な保育サービ スの充実 

（ ２ ） 仕事と 子育ての両立支援 

（ ３ ） 男女共同子育ての推進 

２  地域における子育て支援 

（ １ ） 地域の子育て力の向上 

（ ２ ） 地域における 多様な交流の促進 

（ ３ ） 地域子育て支援活動の育成・ 支援 

３  安全・ 安心な生活環境づく り  

（ １ ） 子ども にやさ し いまち づく り の推進 

（ ２ ） 交通安全対策の推進 

（ ３ ） 防犯・ 防災対策の推進 

（ ４ ） イ ンタ ーネッ ト の利用に関する 対策の推進 
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第４ 章 総合的な施策の展開 

基本目標Ⅰ 子ども の権利の保障と 明るい未来を拓く 人づく り  

施策目標１  子ども の権利の保障 

 

 

○子ども の権利について周知・ 啓発を 行い、 教育・ 保育現場や子ども に関わる団体を はじ め、

すべての大人や子ども 自身が、 子ども が権利の主体であるこ と の認識を 深めるこ と ができ る

よう 取り 組みます。  

○様々な場面で子ども が意見を 表明でき る環境を 整え、 意見を 十分に聴き 、 施策等に反映する

こ と で、 社会の一員と し ての主体性の向上を し ます。  

○児童虐待防止の周知・ 啓発に努め、 関係機関と 連携し て未然防止に取り 組むと と も に、 発見

し た際に迅速な対応や支援につなげるこ と ができ る体制づく り に努めます。  

○不登校やいじ め等、 子ども 自身やその保護者が悩みや困り ごと を 抱えたと き に相談し やすい

体制づく り に取り 組みます。  

 

 

 

（ １ ） 子ども の権利に関する意識の醸成 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 
子ども の権利の周知・

啓発 

パン フ レ ッ ト やホームページ、 講座等を 通じ て、 こ

ども 基本法、 子ども の権利条約の趣旨や内容につい

て理解を 深める ための情報提供や啓発を 行い、 子ど

も が権利の主体であるこ と を 広く 周知し ます。  

総務課 

教育総務課 

学校教育課 

② 

子ど も の人権問題に

関する啓発・ 教育の推

進 

子ども に対する 虐待やいじ めなどを 防止する ため、

子ども の人権や障がい者理解、 外国人への理解、 性

的マイ ノ リ ティ への理解、 情報モラ ル等について、

住民および各関係者の理解を 深める ための啓発・ 教

育を 進めます。  

生涯学習課 

③ 
人権に関する 学習機

会の提供 

保育園・ 認定こ ども 園において人権擁護委員によ る

人権教室を 開催し 、「 いじ め」「 命の大切さ 」「 相手を

思いやる 心」 の大切さ について楽し みながら 学べる

機会を 提供し ます。  

総務課 

施 策 の 方 向 

具 体 的 な 事 業 
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No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

④ 

保育園・ 認定こ ど も

園、 小・ 中学校におけ

る人権保育・ 教育の推

進 

子ども の発達段階に応じ て子ども 一人ひと り の人権

を 十分尊重する と と も に、 集団の中で命の大切さ 、

お互いを 思いやる 心が持てるよう な仲間づく り を 進

める 人権保育・ 教育の充実を 図り ます。 また、 教職

員や保育士等を 対象に子ども の人権についての研修

を 実施し ます。  

学校教育課 

⑤ 
子ど も の意見聴取と

施策等への反映 

計画の見直し や子ど も 関連施策の検討な ど にあた

り 、様々な方法で子ども の意見を 聴き と る と と も に、

意見・ 要望等を 反映さ せる 仕組みを 構築し ます。  

福祉保健課 

教育総務課 

 

（ ２ ） 児童虐待防止対策および対応の充実 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 
児童虐待防止に向け

た住民意識の醸成 

児童虐待が子ども に及ぼす影響、 地域で子ども を 見

守り 育てるこ と の重要性、 虐待を 発見し た場合の通

報体制など、 児童虐待防止について住民の理解を 促

し ます。  

また、 社会全体で児童虐待防止に取り 組む住民の意

識を 高めるため、 関係機関や関係団体、 企業などと

協働し ながら 、 11 月の「 児童虐待防止推進月間」 を

中心に啓発活動を 行う と と も に、 広報紙、 パン フ レ

ッ ト 、 有線放送やＳ Ｎ Ｓ 等により 広く 啓発し ます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

② 

保育園・ 認定こ ど も

園、 小・ 中学校での把

握 

保育園・ 認定こ ども 園での生活や小・ 中学校での不

登校、 長期欠席、 問題行動などの背景に虐待がない

か、 保育・ 教育活動や面談、 家庭訪問等を 通し て児

童や家庭への関わり を 深めると と も に、 子ども ・ 家

庭応援センタ ーと 連携し て虐待等の早期発見に努め

ます。  

教育総務課 

学校教育課 

③ 
虐待の早期発見・ 早期

対応 

妊婦健診や乳幼児健診、 乳児家庭全戸訪問事業、 す

く すく 相談、 子ども の養育困難家庭に対する 訪問事

業等を 通じ て、 子育てに対する不安や悩み、 虐待リ

スク を 抱えた家庭がないかどう かを 把握する と と も

に、 民生委員・ 児童委員等と 連携し て虐待の早期発

見に努めます。 必要な家庭には子ども ・ 家庭応援セ

ン タ ーと 連携し て支援を 行います。  

福祉保健課 

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

④ 

関係課や湖東こ ど も

家庭相談室等関係機

関と の連携 

虐待と 見ら れる 事例があっ た際には、 関係課や子ど

も 家庭相談室等関係機関と の連携によ り 、 相談や訪

問、 一時保護等的確な対応に努めます。  

その際、児童の安全の確認・ 確保に努める と と も に、

保護者への心のケアなどを 支援し ます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  
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No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

⑤ 
Ｄ Ｖ 防止に 向けた 啓

発 

子ども の目の前でのＤ Ｖ （ 配偶者やパート ナーがそ

の相手に暴力を 振る う 行為） など、 間接的な被害を

防止する ため、 Ｄ Ｖ 防止等に関する 内容の普及や広

報などの啓発活動に努めます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

福祉保健課 

⑥ 
Ｄ Ｖ 相談、Ｄ Ｖ 被害者

の一時保護等の推進 

Ｄ Ｖ に関する 相談や、 状況に応じ て関係課や子ども

家庭相談室等関係機関と の連携によ り 、 被害者およ

びその子ども の一時保護等の対応を 行います。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

福祉保健課 

⑦ 
要保護児童対策地域

協議会の連携の強化 

要保護児童対策地域協議会代表者会議や、 実務者会

議を はじ め、 関係機関や関係団体等が虐待を 受けて

いる 児童等に関する 情報、 考え方を 共有し 、 要保護

児童の適切な保護や保護者への対応を 図る ため、 連

携の強化を 図り ます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

 

（ ３ ） 子ども に対する相談支援体制の充実 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 
子ど も に 対する 相談

体制の整備 

スク ールカ ウン セラ ーや不登校支援員を 小・ 中学校

へ派遣し 、 不登校やいじ め等、 子ども 一人ひと り の

心の問題に対応でき る 相談・ 指導体制の充実に努め

る と と も に、 子ども に対する 相談窓口の周知を 図り

ます。  

また、家庭や関係機関、関係課と の連携を 強化し て、

子ども の状況把握に努めます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）

学校教育課 

② 
教育支援教室 「 虹」 の

開設 

様々なこ と が原因で、 学校に行き にく く なっ た子ど

も が、 心を 休め、 自信を つけ、 笑顔で登校でき る よ

う に、 子ども や保護者の願いを 受け止め、 学校と と

も に支援し ます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

③ 
不登校・ いじ め対策協

議会の開催 

スク ールソ ーシャ ルワーカ ーを 中心に、不登校児童・

生徒の相談活動を 実施すると と も に、 町内の子育て

支援に関する 会議等の調整や随時の相談活動、 調整

会議などを 行います。  

学校教育課 
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施策目標２  子ども が健やかに育つ教育環境の整備 

 

 

○子ども たちの「 生き る力」 を 育むと いう 基本的な考え方に基づき 、 就学前教育や義務教育に

おける教育方法・ 内容の向上を 図ると と も に、 連続性のある教育を 推進し ます。  

○保護者や地域の人たちから 学校運営に関する意見を聴き 、 地域に根ざし た学校づく り を 進め

ます。  

○子ども たちが将来への展望を 持っ て、 地域・ 社会を担っ ていく 大人へと 成長し ていく こ と が

でき るよう 、 基礎と なる育ちを地域と と も に支えます。  

○子育てや教育の基盤と なる家庭において、 保護者と 子ども と の関わり の中でと も に育ちあう

こ と ができ るよう 、 家庭の子育て力の向上を 図ると と も に、 次代の親の育成に努めます。  

 

 

 

（ １ ） 就学前・ 学校教育の充実 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 
総合的な 幼児教育の

推進 

保育園・ 認定こ ども 園、 小・ 中学校、 地域、 家庭等

と の連携を 図り 、 生き る 力の育成と と も に、 共生や

仲間づく り を 大切にし た保育・ 教育内容と なる よ う

努めます。  

学校教育課 

教育総務課 

② 
幼・ 小・ 中連携教育の

推進 

児童・ 生徒の教育の質を 高めら れる よ う 、 保育園・

認定こ ども 園、 小・ 中学校の連携を 推進し ます。  

幼児教育から 小学校、 中学校への円滑な接続などを

視野に入れた連携・ 協力体制の構築を 図り ます。  

学校教育課 

教育総務課 

③ 
学習意欲の向上と 学

習習慣の確立 

子ども の確かな学力の定着を 図る ため、少人数指導、

校内研究、 学力向上プロ ジェ ク ト 等指導方法の工夫

によ り 、 学習意欲の向上と 学習習慣の確立を 図り ま

す。  

学校教育課 

教育総務課 

④ 国際理解教育の推進 

国際感覚を 持っ た人材の育成や多様な文化への理解

を 深める ため、 出張講座の実施やＡ Ｌ Ｔ の配置によ

る 学校教育の充実に努めます。  

生涯学習課 

学校教育課 

⑤ 情報教育の推進 

Ｉ Ｃ Ｔ を 活用し 、 子ども たち 一人ひと り に合わせた

効果的な学習を 進めると と も に、 Ｉ Ｃ Ｔ 支援員を 配

置し 、 正し い情報活用能力と 健全な情報モラ ルの育

成に取り 組みます。  

学校教育課 

教育総務課 

⑥ 活用する力の育成 

子ども たちが社会に出てたく まし く 生き る こ と がで

き る よ う 、 思考力や判断力、 表現力など、 知識・ 技

能の習得と と も に活用する 力の育成を 進めます。  

学校教育課 

教育総務課 

施 策 の 方 向 

具 体 的 な 事 業 
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No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

⑦ 
読書に親し む活動の

推進 

子ども の豊かな情操を 育むと と も に、 社会性や子ど

も の意欲・ 集中力を 高めら れるよ う 、 就学前の時期

から 読書に親し む機会の提供の充実を 図る と と も

に、 読書に親し むこ と の重要性について啓発し 、 家

庭での取組を 促進し ます。  

また、 各学校において学校司書を 配置し 、 読書活動

の推進に努めます。  

教育総務課 

学校教育課 

生涯学習課 

（ 図書館）  

⑧ 道徳教育の充実 

道徳教育の授業等を 活用し 、 道徳的信条を 深め、 態

度の実践化につながる 指導と 心の教育推進に努めま

す。  

学校教育課 

⑨ 
魅力ある 学校づく り

の推進 

学校評議員制度を 活用し 、 学校運営方針等に住民の

理解を 得る と と も に、 地域と の連携を 図り ます。  

また、 日頃の様子や地域の意見を 聴き 、 よ り 学校経

営の充実を 図る と と も に、 学校評価（ 自己評価） へ

の意見を 求めます。  

学校教育課 

⑩ 
学校を 核と し た 地域

づく り の推進 

地域学校協働活動の一体的な推進によ り 、 学校・ 地

域・ 家庭の連携と 協働を 大事にし た学校運営を 推進

し ます。  

学校教育課 

⑪ 
職員体制の充実や施

設環境の改善 

質の高い教育・ 保育事業を 提供する ため、 臨時講師

や特別支援教育支援員、 スク ール・ サポート ・ スタ

ッ フ 等の配置を 行い職員体制の充実を 図る と と も

に、研修を 実施し 、職員のスキルアッ プに努めます。

また、 施設環境の改善に努めます。  

学校教育課 

教育総務課 

⑫ 
支援を 必要と する 家

庭と の関わり  

支援を 必要と する 子ども や保護者に対し 、 カ ウン セ

ラ ーや不登校支援員によ り 相談等のサポート を 行い

ます。  

学校教育課 

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

⑬ 

フ リ ース ク ール利用

児童生徒支援補助金

の交付 

不登校児童生徒の社会的自立を図る と と も に、 通い

の場を 確保する ため、 フ リ ースク ールの利用に要す

る 費用の一部を 補助し ます。  

学校教育課 

⑭ 
第３ 子以降の給食費

無償化の継続 

第３ 子以降の給食費無償化を 継続し 、 保護者負担の

軽減を 図り ます。  
教育総務課 

⑮ 
校内教育支援セ ン タ

ー学習指導員の配置 

不登校の早期段階に、 教室と は別の場所を 活用し た

校内教育支援センタ ーにおいて、 個別の学習支援や

相談支援を 行います。  

学校教育課 

⑯ 
新入学生通学助成事

業の実施 

町立小 ・ 中学校または特別支援学級への入学に際し 、

新入学児童 ・ 生徒およびその保護者を 祝福し 、児童 ・

生徒の健全な育成の支援、 入学時の保護者の経済的

負担軽減のため、 ラ ンリ ュ ッ ク 、 スポーツ バッ グ、

通学用ヘルメ ッ ト を 支給し ます。  

学校教育課 

⑰ 
修学旅行補助金の交

付 

町立小・ 中学校の修学旅行参加に要し た交通費およ

び宿泊費の一部を 補助し ます。  
学校教育課 
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No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

⑱ 部活動補助金の交付 
町立中学校の部活動に要し た交通費の一部を 補助し

ます。  
学校教育課 

⑲ 土曜講座（ サタ スタ ）  

中学生を 対象に学ぶこ と の楽し さ 、 分かる こ と の喜

びを 味わい、 確かな学力の向上を 図る と と も に、 学

習への自信を つけ、 目標に向かっ て頑張る 気持ち を

育てます。  

学校教育課 

 

（ ２ ） 次代を担う 若者の育成支援 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① キャ リ ア教育の推進 

子ども たちが働く こ と の意義を学び、 自分の進路設

計の機会と でき る よ う 、地域の事業所の協力の中で、

職場体験学習や進路学習を 推進し ます。  

学校教育課 

② 次代の親の育成 

中学校において、 次代の親と なる 子ども の人間性を

育てる ために、 職場体験や家庭科授業によ る 保育実

習を 実施し 、育児につながる体験の場を 提供し ます。 

学校教育課 

③ 
進路指導相談体制の

充実 

中学校の進路相談や若者の就職等に関する 相談につ

いて、 関係課や関係機関等と 連携し 、 相談対応の充

実に努めます。  

学校教育課 

④ 
若者の社会参加、自立

への支援 

若者の生活や仕事の自立支援、 ひき こ も り 等への支

援のため、 相談体制の充実を 図り ます。  
福祉保健課 

 

（ ３ ） 家庭の子育て力の向上 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 保護者の学びの支援 

関係課と 連携し 、 家庭の役割を認識すると と も に子

育てについての知識等を 深めら れる よ う 、 保育園、

認定こ ども 園、 子育てサーク ル等を 通じ て、 啓発や

学習機会の提供に努めます。  

生涯学習課 

② 
親子同士の交流機会

の充実 

子育て支援セン タ ーを 活用し た親子同士の交流を 通

し て、 保護者にと っ ては子育ての悩みや不安の解消

や、 子育てに関する 情報交換や知識の習得が図れる

機会と し 、 子ども にと っ ては仲間づく り につながる

よ う 、 交流の機会の充実に努めます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

③ のびっ こ 教室の開催 

未就園児と その保護者を 対象に、 親子がじ っ く り 関

係性を 築き 、 と も に育ち あう こ と を 支える 教室を 開

催し ます。  

福祉保健課 

④ 元気っ こ 教室の開催 

親子がじ っ く り 関係性を 築き 、 と も に育ち あう こ と

を 支える と と も に、 子ども が集団の中でいき いき と

活動するこ と ができ る力を 養う 教室を 開催し ます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センタ ー）  
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施策目標３  居場所や体験機会の充実 

 

 

○すべての子ども が安心し て過ごせる 居場所を 持つこ と ができ るよう 、 町内の各施設の活用や

地域住民と の協働により 、 子ども たちが遊びや交流、 学習などができ る 場所づく り 、 空間づ

く り に取り 組みます。  

○地域全体で子ども の豊かな心を 育むこ と ができ るよう 、 様々な大人が関わり 、 学習や体験活

動を 行う こ と ができ る機会の創出に取り 組みます。  

 

 

 

（ １ ） 居場所づく り の推進 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 
子ど も の居場所づく

り の推進 

家庭と 学校以外の子ども たち が安心し て過ごせる 居

場所と し て、 友だち と 遊んだり 学習を し たり し て過

ごせる 居場所の充実に努めます。  

福祉保健課 

教育総務課 

生涯学習課 

② 
放課後子ど も 教室の

推進 

地域住民の参画により 地域の実情に応じ た放課後の

活動場所の確保に努めます。 学校支援コ ーディ ネー

タ ーの配置によ り 学校と 地域の教育コ ミ ュ ニティ づ

く り を 推進する と と も に、 学校支援ボラ ン ティ ア育

成の研修機会を 提供し ます。  

また、 放課後児童健全育成事業と の連携等を 検討し

ます。  

学校教育課 

教育総務課 

③ 多賀結いの森の活用 

中央公民館多賀結いの森の「 児童室き ら ら 」 と 「 託

児乳児室」 を 、 子ども や保護者が、 安心し て集まり

安全で快適に過ごせる居場所と し て、 活用を 推進し

ます。  

生涯学習課 

④ 
中学生の勉強会の実

施 

放課後に大学生が勉強を 教える勉強会を 行い、 学習

機会と 安心し て過ごせる 場所を 提供する団体を 支援

し ます。  

企画課 

 

（ ２ ） 子ども の豊かな体験機会の充実 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 
ス ポーツ の機会の充

実 

子ども が心身と も に健やかに成長し 、 社会性を 身に

つけら れる よう 、スポーツ少年団活動を 支援し ます。 

また、 多種目のメ ニュ ーを 多世代が集い楽し む総合

型地域スポーツ ク ラ ブの活動を支援し ます。  

生涯学習課 

施 策 の 方 向 

具 体 的 な 事 業 
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No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

② 
部活動の地域移行・ 地

域連携の推進 

スポーツ ク ラ ブ活動などによ る部活動の地域展開を

進める と と も に、 外部指導者など地域と 連携し た部

活動を 推進し ます。  

生涯学習課 

③ 自然観察会の推進 

ふる さ と 多賀の自然に親し み、 身の周り の自然環境

に理解を 深める ための野外での観察会を 、 四季を 通

じ て、 植物・ 昆虫・ 野鳥・ 洞窟・ 化石など様々なテ

ーマで開催し ます。  

また、 関係団体主催の自然に関する 観察会を 共催し

支援し ます。  

生涯学習課 

（ 博物館）  

④ 
地域で の多様な 体験

機会の提供 

郷土の自然にふれ、 地域住民と の交流を 通じ て、 地

域の理解と 愛着醸成を 図る 事業（ ネイ チャ ーク ラ ブ）

を 実施し ます。  

生涯学習課 

⑤ 
子ど も 体験教室の推

進 

実験や観察、様々な工具・ 材料による 工作を 通じ て、

物づく り の楽し さ にふれる事業（ 少年少女発明ク ラ

ブ） を 実施し ます。  

陶芸の基本的な手法を 学び、 陶作を 通じ て創造性を

高める 事業（ 陶芸ク ラ ブ） を 実施し ます。  

生涯学習課 

⑥ 
兄弟都市等と の交流

事業の推進 

多賀町と 兄弟都市盟約を 結んでいる 鹿児島県日置市

と 親善使節団を 相互に派遣し 、 多様な人々と の交流

やそれぞれの歴史・ 文化・ 自然に親し む事業を 実施

し ます。  

また、 友好都市盟約を 結んでいる 鳥取県三朝町と の

交流事業の実施について検討し ます。  

生涯学習課 

学校教育課 

⑦ 木育の推進 

子ども たち が木と と も に生き 、 そし て、 木のぬく も

り を 感じ ながら 心豊かに多賀町で暮ら し ていく こ と

ができ る よう に、 お食い初めセッ ト や木の積み木な

どの給付を し ます。 また、 木育を 実施する 団体を 支

援し ます。  

産業環境課 

⑧ 
おお た き も のづく り

ラ ボ 

毎月イ ベント を 開催し 、 大学生などが見守る 中、 地

域資源を 活かし たも のづく り や遊びを 通し て、 様々

な体験や交流事業を 実施する 団体を 支援し ます。  

企画課 
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基本目標Ⅱ 子ども を安心し て産み育てるこ と ができ る 

まちづく り  

施策目標１  親子の健康づく り 支援 

 

 

○安心し て妊娠・ 出産するこ と ができ るよ う 支援し 、 育児不安の解消や子ども の養育支援を 図

るため、 専門職員の確保等、 相談や訪問の体制を 充実し 、 妊娠期から 継続し た切れ目のない

サポート を 行います。  

○乳幼児期から の望まし い食習慣の定着に努めると と も に、 予防接種の周知や小児救急診療体

制についての周知を 図り ます。  

○学童期・ 思春期は、 身体も 心も 大き く 成長する時期であるこ と から 、 家庭や学校、 関係機関

等が連携し 、 子ども の将来の健康を 見据えた心身の健康づく り に取り 組みます。  

 

 

 

（ １ ） 親子の健康の確保 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 
母子健康手帳の交付

と 活用の促進 

母子健康手帳の交付時に、 母親・ 父親が保護者と し

ての自覚を 持てる よう 、 また、 母と 子の一貫し た健

康管理と 健康の保持・ 増進に役立てら れる よ う 、 活

用について啓発し ます。 さ ら に、 保健師によ る 面談

を 実施し 、 禁煙等の健康管理についての啓発も 同時

に行います。  

福祉保健課 

② 
妊婦健康診査の受診

促進 

妊娠高血圧症候群や貧血の早期発見など、 妊婦と 胎

児の健康の保持・ 増進を 図る ため、 妊婦健康診査に

ついて受診の促進を 図る と と も に、 定期妊婦健康診

査に係る費用の全額を 助成し ます（ 第５ 章参照）。  

福祉保健課 

③ 産後ケア事業の充実 

出産後、 育児に対する 不安を 感じ ている方や産後の

体調の回復に不安のある 方に対し 、 医療施設や助産

所において、 宿泊や日帰り 、 訪問で出産後の女性の

ケアまたは赤ち ゃ んのケアや授乳指導、 育児相談等

を 実施し ます（ 第５ 章参照）。  

福祉保健課 

④ 出産・ 子育て応援事業 

妊娠期から 出産・ 子育て期までの様々な悩みや困り

ごと の相談に応じ 、 必要な支援につなぐ 伴走型相談

支援を 実施し ます。  

また、 妊婦のための支援給付金を支給するこ と で、 妊

婦等の身体的、精神的ケアおよび経済的支援を実施し 、

安心し て出産・ 子育てできる環境づく り に努めます。  

福祉保健課 

⑤ 
妊婦・ 乳幼児健康相談

の充実 

乳幼児の身体計測と と も に、 保健セン タ ーですく す

く 相談（ 子育て相談） や栄養相談を 実施し ます。  
福祉保健課 

施 策 の 方 向 

具 体 的 な 事 業 
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No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

⑥ 
乳児家庭全戸訪問事

業の推進 

育児に対する 悩みや不安の軽減と 母子の健康管理に

対する 相談や指導等を 行う ため、 助産師、 保健師に

よ り 、 ２ か月頃の乳児のいる家庭すべてに対し て訪

問を 行います（ 第５ 章参照）。  

福祉保健課 

⑦ 

乳幼児健康診査の推進、

乳幼児健診未受診者へ

の対策強化 

１ か月、 ４ か月、 10 か月、 １ 歳半、 ２ 歳半、 ３ 歳半

に対する 健康診査およ び整形外科健診を 実施し 、 経

過観察が必要と 認めら れた乳幼児、 保護者に対し て

必要な支援を 行います。 また、 未受診者に対する フ

ォ ロ ーを 行います。  

福祉保健課 

⑧ 発達相談 

発達の遅れが気になる 子ども に対し て、 専門職と 保

護者、 関係機関が一緒に相談し ながら 具体的な支援

方法を 考えるこ と ができ るよ う に、 専門職員の確保

や相談指導の体制整備を 進めます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）

福祉保健課 

⑨ 就園児の発達支援 

発達面に課題のある子ども に対し 、 親子で遊びを 通

し て人と ふれあう 楽し さ を 経験し ても ら う ための教

室を 開催する と と も に、 支援の必要な児童の増加に

対応でき る 人員や場所等の体制整備を 進めます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）

福祉保健課 

⑩ 
保育園等訪問支援の

推進 

保育園等現在利用中の子ども 、 または今後利用する

予定の子ども に対し て、 専門的な支援が必要な場合

に発達指導員と と も に保育園等を 訪問し 、 相談・ 指

導を 実施し ます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）

福祉保健課 

⑪ むし 歯予防の推進 

むし 歯予防のため、保育園・ 認定こ ども 園の年長児や

小学生を対象に継続的にフ ッ 素洗口を実施し ます。  

また、 保育園・ 認定こ ども 園の年少から 年長、 小学

校・ 中学校１ 、 ２ 年生の子ども を 対象に、 歯科指導

を 実施し ます。  

福祉保健課 

⑫ 
不育症治療対策の推

進 

不育症治療の助成事業について周知し 、 利用を 促進

し ます。  
福祉保健課 

⑬ 育児用品購入の助成 

紙おむつや粉ミ ルク の育児用品購入費の一部を 助成

し 、 子ども を 養育する 家庭の経済的負担の軽減を 図

り ます。  

福祉保健課 

（ ２ ） 食育の推進 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 
望ま し い 食習慣につ

いての啓発 

健康推進員によ り 親子の料理教室を 実施し 、 望まし

い食習慣や食を 通し て心身の健全育成を 図り ます。  

また、 児童・ 生徒と その保護者に対し 、 望まし い食

習慣について啓発し ます。  

福祉保健課 

② 離乳食教室の開催 
４ か月児健診時、 生後７ 、 ８ か月児に対し て離乳食

教室を 実施し ます。  
福祉保健課 

③ 栄養指導の実施 
10 か月児健診、 １ 歳６ か月児健診時に、 栄養士が個

別に栄養指導を 行います。  
福祉保健課 
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No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

④ 
学校等に お ける 食育

の推進 

小・ 中学校において、 給食、 家庭科、 保健などの授

業を 通し て、 食についての指導を 行う と と も に、 農

作業体験や地産地消給食などを 実施し ます。  

また、 保育園・ 認定こ ども 園において、 バラ ンスのと

れた弁当の指導、 講演会、 菜園活動等を実施し ます。  

学校教育課 

産業環境課 

⑤ 
健康推進協議会の活

動支援 

保育園・ 認定こ ども 園の年長児を 対象と し た食育活

動を 継続し て実施し ます。  
福祉保健課 

（ ３ ） 小児医療・ 予防の充実 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 
予防接種の個別通知

と 未接種者への勧奨 

予防接種のホームページ・ 広報・ アプリ での周知、

個別通知、 未接種者への勧奨を行い、 接種率の向上

に努めます。  

福祉保健課 

② 
小児救急電話相談に

ついての周知 

夜間や休日の急病やケガに対し 、 家庭での対処方法

や医療機関を 受診する かどう かの相談に応じ る 小児

救急電話相談について周知を 図り ます。  

福祉保健課 

③ 
乳幼児の事故防止の

推進 

誤飲や転落・ 転倒、 やけどなどの子ども の事故防止

や乳幼児突然死症候群の予防対策を 推進する ため、

乳幼児健診の機会等を 活用し て啓発を 行います。  

福祉保健課 

④ 福祉医療費の助成 

滋賀県が実施する 乳幼児福祉医療費助成制度によ

る 、 小学校就学前までの医療費の全額助成に加え、

町独自で小・ 中学校就学児の医療費の全額助成を 行

います。 また、 滋賀県が実施する 高校生世代の医療

費助成制度のう ち保険診療の自己負担額も 町独自に

助成し ます。  

税務住民課 

（ ４ ） 思春期保健対策の充実 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 

喫煙・ 飲酒防止、 違法

薬物等防止対策の推

進 

子ども を 喫煙や飲酒、 違法薬物によ る 健康被害から

守る ため、 学校や警察等と 連携し 、 飲酒、 喫煙、 違

法薬物などの防止のための教育を 推進し ます。  

学校教育課 

② 
健康教育・ 性教育の推

進 

子ども たちの性に関する 正し い知識の習得のための

教育を 推進する と と も に、 若い世代に向けて、 将来

の妊娠・ 出産を 見据えた健康管理について周知を 図

り ます。  

学校教育課 

③ こ こ ろ の健康づく り  

いのち の大切さ やＳ Ｏ Ｓ の出し 方に関する 教育を 行

う と と も に、 スク ールソ ーシャ ルワーカ ーやスク ー

ルカ ウン セラ ーによる 相談を 実施し 、 児童・ 生徒の

相談事の改善・ 解決につなげます。  

学校教育課 

④ 
青少年育成町民会議

の活動支援 

町内の酒・ たばこ 販売店に、 未成年への不買依頼を

行います。  
生涯学習課 
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施策目標２  援助の必要な家庭への支援 

 

 

○ひと り 親家庭が経済的な基盤を確保し 、 子ども が安定し た生活を 送るこ と ができ るよう 、 就

労支援による自立を 促進すると と も に、 経済的支援や相談支援を 行います。  

○子ども が貧困により 日々の生活に困るこ と がないよう 支援を 行う と と も に、 子ども ・ 家庭応

援センタ ーやスク ールソ ーシャ ルワーカ ー等が連携を図り 、 貧困等の課題を 抱える子ども に

ついて把握し 、 必要な支援につなげます。  

○障がいのある子ども 一人ひと り に応じ た支援や教育を 行う ため、 き め細かな体制整備を行う

と と も に、 ラ イ フ ステージに応じ た切れ目のない支援を行います。  

○多国籍化が進む中、 外国につながり のある子ども やその保護者が、 必要なサービスや支援を

受けるこ と ができ るよう 体制を 整備し 、 暮ら し やすい生活を 支援し ます。  

 

 

 

（ １ ） ひと り 親家庭の自立支援の推進 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 相談体制の充実 

ひと り 親家庭が抱えている 様々な課題や悩みなどを

解決する ため、 適切な助言および情報提供を 行う な

ど、 相談体制の充実に努めます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

福祉保健課 

② 
就労等自立支援の推

進 

看護師や介護福祉士などの資格の取得や就業に結び

つく 可能性の高い講座を 受講する ひと り 親に対し 、

経済的負担の軽減と 自立の促進を 図る ため、 高等技

能訓練促進費等給付金事業や自立支援教育訓練給付

金の支給等について周知し 、利用の促進を 図り ます。 

福祉保健課 

③ 経済的支援の推進 

ひと り 親家庭の経済的負担の軽減を 図るため、 生活

保護費支給事業を はじ め、 ひと り 親家庭医療制度、

児童扶養手当、 保育料の軽減、 認定こ ども 園就園奨

励などの事業について周知し ます。  

税務住民課 

福祉保健課 

 

（ ２ ） 子ども の貧困対策の推進 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 
連携によ る 支援体制

の強化 

子ども・ 家庭応援セン タ ーや学校等と の連携により 、

貧困等を 抱える 子ども を 把握する と と も に、 生活や

学習など包括的な支援体制の強化に努めます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

福祉保健課 

施 策 の 方 向 

具 体 的 な 事 業 
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No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

② 
子ども の生活・ 学習支

援の推進 

生活困窮世帯の子ども 等に対し 、 居場所や学習機会

の提供を 行い、 生活習慣や学習習慣の定着を 図り ま

す。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

福祉保健課 

③ 
ヤン グケ ア ラ ーの把

握・ 支援 

福祉、 介護、 医療、 教育等の関係者間で情報共有・

連携し て、 ヤン グケアラ ーの早期発見・ 把握と 必要

な支援につなげます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

福祉保健課 

④ 
子育て 短期支援事業

の利用促進 

家庭の事情などにより 養育が困難になっ た場合に、

一定期間子ども を 預かり 、 養育・ 保護する 事業を 実

施する と と も に、 必要な人が利用でき るよ う 周知に

努めます。（ 第５ 章参照）。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

⑤ 養育支援訪問事業 

特に支援が必要な家庭に対し 、保健師などが訪問し 、

子育てに関する アド バイ スなどを 行います（ 第５ 章

参照）。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

福祉保健課 

⑥ 
子育て 世帯訪問支援

事業 

家事・ 子育て等に対し て不安・ 負担を 抱えた子育て

家庭、 妊産婦、 ヤン グケアラ ー等がいる家庭の居宅

を 訪問し 、 家庭が抱える 不安や悩みを 傾聴する と と

も に、 必要な支援につなげます（ 第５ 章参照）。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

福祉保健課 

⑦ 
児童育成支援拠点事

業 

養育環境等に課題を 抱える 、 家庭や学校に居場所の

ない児童等に対し て、 居場所と なる 場を 開設し 、 児

童と その家庭が抱える課題に対する 支援を 検討し ま

す（ 第５ 章参照）。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

福祉保健課 

⑧ 
親子関係形成支援事

業 

児童と の関わり 方や子育てに悩みを 抱えている 保護

者およ びその児童に対し 、 情報提供、 相談およ び助

言や同じ 悩みを 抱える保護者同士の情報交換の場を

設ける など、必要な支援を 検討し ます （ 第５ 章参照）。 

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

福祉保健課 

⑨ 経済的支援の推進 
生活保護費支給事業を はじ め、 児童扶養手当、 就学

援助、 奨学金などの事業について周知し ます。  

福祉保健課 

教育総務課 

学校教育課 

 

（ ３ ） 障がいのある子ども と その家庭に対する支援 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 
障がいの早期発見 ・ 対

応 

乳幼児健診によ る 障がいの早期発見と と も に、 保育

園・ 認定こ ども 園、 小・ 中学校、 子ども ・ 家庭応援

セン タ ーと の連携を 図り 、 発達に遅れなどのある 子

ども の早期発見・ 早期対応に努めます。  

福祉保健課 

教育総務課 

学校教育課 

② 

個別の指導計画や教

育支援計画の作成と

取組 

ラ イ フ ステージに応じ た切れ目のない総合的な支援

を 行う ため、 乳幼児期・ 学齢期・ 成人期までの一貫

し た支援体制の構築に向け、 支援を つなぐ 「 個別の

指導計画」 や「 個別の教育支援計画」 を 作成し 、 そ

れら を 効果的に活用し 、 支援を 充実さ せていく ため

に、 保護者、 保育園・ 認定こ ども 園、 学校間、 福祉・

医療機関等と 連携を 図り ます。  

教育総務課 

福祉保健課 
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No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

③ 
総合的教育支援体制

の推進 

Ｌ Ｄ 、 Ａ Ｄ Ｈ Ｄ 、 高機能自閉症等の子ども への職員

の理解を 深める ため、 専門家によ る 研修会を 開催す

る と と も に、 保育園・ 認定こ ども 園、 小・ 中学校と

の連携を 強化し 、 子ども の多様な発達課題に対応で

き る 組織づく り を 進めます。  

教育総務課 

学校教育課 

④ 
障がい児通園事業の

推進 

発達に課題のある 就学前の子ども について、 愛知犬

上療育教室である 「 つく し 教室」 での通園療育を 支

援し ます。  

福祉保健課 

⑤ 
通級指導教室に よ る

支援 

軽度の言語障がいや発達障がいのある 子ども につい

て、 愛知・ 犬上郡広域で開設さ れた通級指導教室の

本格的運営を 進め、 支援を 行います。  

学校教育課 

⑥ 
特別支援教育支援員

による支援 

各学校に特別支援教育支援員を 配置し 、 小・ 中学校

に在籍する 教育上特別の支援を 必要と する 児童・ 生

徒に対し て、 個別の対応を 行い、 き め細やかな指導

に努め、 誰も が安心し て学校生活を 送れる よ う 環境

づく り に努めます。  

学校教育課 

⑦ 
障がい福祉サービ ス

等の提供 

放課後デイ サービ スや日中一時支援などの日中活動

系サービ スの利用に際し 、 計画相談支援事業所の相

談支援専門員が支援計画を 立て、 計画に基づき サー

ビ スを 提供し ます。  

福祉保健課 

⑧ 地域支援事業の推進 

障がいの種類などに応じ た生活の便宜を 図る ため、

日常生活用具の給付や移動支援サービ ス等を 提供し

ます。  

福祉保健課 

⑨ 経済的支援の推進 

特別児童扶養手当や障がい児福祉手当など、 障がい

のある 児童の福祉の増進を 図るこ と を 目的に、 経済

的支援の周知を 図り ます。  

福祉保健課 

 

（ ４ ） 外国につながり のある子ども や保護者への支援 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 
外国籍の保護者等へ

の子育て支援 

外国につながり のある 子ども やその保護者等が円滑

に子育て支援や教育・ 保育等が利用でき 、 必要な支

援が受けら れる よ う 、 保護者や教育・ 保育施設等へ

の必要な支援を 行います。  

教育総務課 

学校教育課 

福祉保健課 

② 
多文化共生の地域づく

り の推進 

外国籍の人にと っ て暮ら し やすいまち と なる よ う 、

多文化共生についての教育機会を 提供し 、 多様な文

化や価値を 認め尊重する まち づく り を 進めます。  

総務課 

産業環境課 

生涯学習課 
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施策目標３  子育てに関する相談・ 情報提供体制の充実 

 

 

○子育てに関する様々な課題や悩み、 不安を 解消でき るよう 、 個々の家庭状況や子ども の発達

段階に応じ た適切な相談・ 指導体制の充実を 図り ます。  

○子育て支援を 推進するため、 役場窓口や広報、 ホームページ、 アプリ など様々な情報媒体を

通じ て利用者の視点に立っ た情報提供の充実に努めます。  

 

 

（ １ ） 子育てに関する相談体制の充実 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 

母子保健事業を 通じ

た乳幼児相談、発達相

談等 

乳幼児健診や事業、 教室開催時やその他随時、 保護

者から の育児・ 発達等に関する相談を 受け付ける と

と も に、 医療機関や保健所、 専門機関と 連携し 、 対

応の充実を 図り ます。 また、 必要に応じ て支援を 行

います。  

福祉保健課 

② 
子育て 支援セ ン タ ー

における相談の推進 

子育てに関する 不安や悩みについて、 子育て支援セ

ン タ ーにて保育士が相談に応じ る と と も に、 開設時

間や職員体制の調整など、 利用し やすい体制整備に

努めます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

③ 

子ども・ 家庭応援セン

タ ーにお け る 相談体

制の充実 

子育て相談を はじ め、 不登校やいじ めの相談、 発達

相談、 虐待対応などの相談事業を 実施し ます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

④ 
利用者支援事業の推

進 

保護者等から の相談に応じ 、 子育て支援事業など必

要な情報の提供や助言等を 行う 事業を 実施する と と

も に、妊娠期から の伴走型相談支援を 実施し ます （ 第

５ 章参照）。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

 

（ ２ ） 子育てに関する情報提供体制の充実 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 
子育て 支援セ ン タ ー

等における情報提供 

子育て支援セン タ ーにおいて、 月に１ 度にこ にこ メ

ールを 発行し 、 行事の予定を 発信し ます。  

また、「 多賀町子ども・ 家庭応援セン タ ーだよ り 」 に

よ り 、 子育てに関する情報を 発信し ます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

② 
子育て 応援ハン ド ブ

ッ ク の提供 

子育てに関する 関係課の事業等を 盛り 込んだ、 子育

て応援ハン ド ブッ ク について、 必要に応じ て内容の

変更や情報の更新を 行い、 最新情報を 提供し ます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

③ 

ホームページ、広報た

が、母子手帳アプリ の

充実 

子育て関連情報について、 ホームページの各月の行

事カ レ ン ダーへ掲載する と と も に、 広報「 たが」 や

母子手帳アプリ に健診や相談日程、 子育て関連行事

等について掲載し 、 情報提供の充実を 図り ます。  

福祉保健課 

施 策 の 方 向 

具 体 的 な 事 業 
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基本目標Ⅲ 地域と のつながり で、 ゆと り を持っ て子育て 

でき るまちづく り  

施策目標１  仕事と 家庭・ 地域生活の調和 

 

 

○すべての子ども の保護者が、 安心し て、 ゆと り を 持っ て子育てができ るよう 、 保護者のニー

ズに応じ た保育サービスの充実を図り ます。  

○仕事と 生活の調和の実現に向け、 企業や住民の理解を 深めると と も に、 子育て中の保護者に

と っ て働き やすい職場づく り を 促進し ます。  

○家庭内において育児負担が女性に集中せず、 男女がと も にキャ リ アアッ プと 子育てを 両立す

るこ と ができ るよう 、 男女共同参画の意識啓発を 推進し ます。  

 

 

 

（ １ ） 多様な保育サービスの充実 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 教育・ 保育事業の推進 

社会情勢や保育ニーズに合わせ、 保育園・ 認定こ ど

も 園における教育・ 保育事業の充実を 図り ます。  

また、 保育士等の人材確保や研修の実施によ り 、 保

育の質の向上に努めます。  

教育総務課 

② 
時間外保育事業の推

進 

働く 保護者を 支援する ため、 保育園・ 認定こ ども 園

での延長保育を 実施し ます（ 第５ 章参照）。  
教育総務課 

③ 
一時預かり 事業の推

進 

保護者の傷病や緊急時の用事等によ り 、 家庭におい

て一時的に保育を 受ける こ と が困難な乳幼児に対応

する 一時預かり 事業を 実施し ます（ 第５ 章参照）。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

④ 
放課後児童健全育成

事業の推進 

就労等により 、 昼間家庭に保護者のいない児童を 対

象に、 放課後ある いは長期休業中に安心し て過ごせ

る 居場所を 提供し 、 健全な育成を 図り ます。  

今後、 支援学級児童や障がい児童の受け入れを 実施

する 「 杉の子ク ラ ブ」 と の連携を 進めます（ 第５ 章

参照）。  

教育総務課 

 

施 策 の 方 向 

具 体 的 な 事 業 
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（ ２ ） 仕事と 子育ての両立支援 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 

産前・ 産後休業、 育児

休業中の保護者に 対

する 情報提供や相談

支援 

産前・ 産後休業や育児休業中の保護者が、 職場復帰

時に保育園等を スムーズに利用でき る よう 、 情報提

供や相談支援を 実施し ます。  

教育総務課 

② 入園手続き の簡素化 

保護者が保育園・ 認定こ ども 園の各種手続き 等を ス

ムーズに行える よ う 、関連する 情報の提供と と も に、

オン ラ イ ン 申請についても 検討し 、 手続き の簡素化

を 図り ます。  

教育総務課 

③ 
仕事と 生活の調和に

ついての普及・ 啓発 

ワーク ・ ラ イ フ ・ バラ ン スの実現に向け、 住民の理

解を 深めると と も に、 働き やすい環境づく り を 進め

る ため、 企業等への周知に努めます。  

産業環境課 

 

（ ３ ） 男女共同子育ての推進 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 
家庭にお け る 男女共

同参画の推進 

子育てや家事などの家庭生活を 男女がと も に担っ て

いく こ と について、 広報等を 通し て啓発活動を 実施

し 、 男女共同参画意識を 醸成し ます。  

総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

61 

施策目標２  地域における子育て支援 

 

 

○子育て家庭が子育ての悩みや不安を 抱えたまま、 地域で孤立するこ と がないよう 、 地域にお

ける交流を促進し 、 地域全体で子育てを 見守り 、 支える機運の醸成を図り ます。  

○親子が多様な交流の中で社会性を 身につけ、 地域と 関わり を 持っ て育つこ と ができ るよう 、

地域団体等と 連携し 、 気軽に参加でき る交流機会の創出に努めます。  

 

 

 

（ １ ） 地域の子育て力の向上 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 

子育て を 地域ぐ る み

で 応援する 環境づく

り  

地域の施設を 活用し 、 子育て経験者や地域住民と 子

育て中の親子が交流する 場を 設け、 情報交換でき る

機会、 子育てに関する情報やノ ウハウを 習得する 機

会などを 提供し 、 地域における総合的な子育て支援

の充実を 図り ます。  

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）  

② ふるさ と 教育の推進 

子ども たちが地域の歴史や文化、 自然、 産業など、

ふる さ と への関心と 愛着を 持てる よ う 、 ふる さ と の

良さ に気付き 実感でき る 学習や収穫体験の実施等、

地域住民や関係団体等と の連携を 図り 、 ふる さ と 教

育を 推進し ます。  

学校教育課 

教育総務課 

生涯学習課 

③ 
地域の社会教育活動

の推進 

青少年育成町民会議が掲げる 「 たく まし く 伸びよ う

伸ばそう 多賀の子」 を スロ ーガン に、 朝のあいさ つ

運動や花いっ ぱい運動など地域社会と 一体と なっ た

活動を 展開し ます。  

生涯学習課 

 

（ ２ ） 地域における多様な交流の促進 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 世代間交流の促進 

保育園・ 認定こ ども 園、 小・ 中学校、 地域等、 様々

な場や機会を 通じ て世代間交流を 促進し ます。  

また、 保育園・ 認定こ ども 園と 小学校の交流によ り

小学校生活への円滑な移行につなげます。  

教育総務課 

学校教育課 

② 
地域団体に よ る 子育

て支援活動への支援 

多賀町民生委員児童委員協議会が実施する 、 子育て

サロ ン への支援を 行います。  
福祉保健課 

 

施 策 の 方 向 

具 体 的 な 事 業 
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（ ３ ） 地域子育て支援活動の育成・ 支援 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 
子育て サーク ル等の

育成・ 支援 

子育て中の親子が子育て情報の交換や交流を 通し て

孤立感や負担感を 少し でも 軽減でき る よう 、 地域の

自主的な子育てサーク ルの育成・ 支援に努めます。  

生涯学習課 

教育総務課 

（ 子ども・ 家庭

応援センター）

福祉保健課 

② 

子育て 支援ボラ ン テ

ィ ア （ ほっ と ママ） の

育成・ 支援 

多賀町社会福祉協議会と 連携し 、 子育て支援ボラ ン

ティ ア（ ほっ と ママ） を 育成し 、 生後６ か月児まで

の子育てを 支援でき る体制を めざし ます。  

福祉保健課 
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施策目標３  安全・ 安心な生活環境づく り  

 

 

○子ども と 保護者がのびのびと 遊べる よう 、 公園の整備や遊具の管理を 行う と と も に、 子ども

や子育てにやさ し い環境を 整備し 、 安心し て外出でき るまちづく り に取り 組みます。  

○子ども の生命を 守り 、 犯罪被害や事故、 災害から の安全を 確保するため、 地域で防犯活動や

子ども の登下校時の見守り を 行う と と も に、 学校、 地域、 保護者が情報を 共有し 、 連携し て

対策を 進めます。  

○子ども の頃から スマート フ ォ ンやＳ Ｎ Ｓ など、 イ ンタ ーネッ ト を 使用する機会が多く なっ て

いるこ と から 、 家庭でのルール決めや学校での情報モラ ル教育を 推進し 、 子ども がト ラ ブル

等に巻き 込まれるこ と を 防ぎ、 イ ンタ ーネッ ト を 適切に利用でき るよう 支援し ます。  

 

 

 

（ １ ） 子ども にやさ し いまちづく り の推進 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 
公共施設等のバリ ア

フ リ ー化の推進 

子ども や子ども 連れの親が、 安全かつ安心し て外出

でき る よ う 、 関係機関の連携のも と 、 既存の公共施

設や通路の段差解消な ど バリ ア フ リ ー化を 進めま

す。  

総務課 

企画課 

② 
子育て 応援設備の整

備 

乳児のいる保護者が外出先でも 安心し ておむつ替え

等ができ るよ う 、 公共施設のオムツ 交換台等の設置

に努めます。  

また、公共施設等における 授乳室やキッ ズスペース、

優先駐車スペースなどの子育て応援設備の整備に努

めます。  

各課 

③ 公園や遊具の充実 

子ども や子育て家庭の意見を 取り 入れながら 、 子ど

も が安心し て遊ぶこ と ができ る公園の整備・ 維持管

理に努めます。  

また、 公園や保育園・ 認定こ ども 園等に設置さ れて

いる 遊具について、 定期的に点検整備を 行い、 安全

を 確保し ます。  

企画課 

教育総務課 

 

（ ２ ） 交通安全対策の推進 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 交通安全教室の開催 

警察や交通安全協会等と 連携し 、 保育園・ 認定こ ど

も 園、 小学校の子ども に対し 、 交通ルールの指導や

歩行訓練などの教育・ 啓発を 行います。  

総務課 

施 策 の 方 向 

具 体 的 な 事 業 
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No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

② 
通学路の安全対策の

推進 

歩行者や自転車走行者の安全確保・ 事故防止に向け

た啓発活動を 行います。  

また、 園や小・ 中学校等の関係者が点検し た危険個

所について、 多賀町通学路安全推進会議において検

討し 、 道路改修や街路灯の整備など、 危険個所の改

善に努めます。  

地域整備課 

③ 
幹線道路、通学路等の

除雪対策の推進 

降雪時の安全な通学路の確保のため、 幹線道路、 通

学路等の除雪を 行います。  
地域整備課 

 

（ ３ ） 防犯・ 防災対策の推進 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 
登下校時の子ど も の

見守り 活動の促進 

登下校時の安全の確保のため、 民生委員児童委員協

議会、 スク ールガード 、 Ｐ Ｔ Ａ によ る 子ども の見守

り 活動を 実施し ます。  

学校教育課 

福祉保健課 

② 

あい さ つ運動の推進

によ る 顔の見え る 関

係の構築 

地域における 犯罪被害を 防止する ため、 青少年育成

町民会議や民生委員児童委員協議会を はじ めと し た

地域住民や関係団体、 保育園・ 認定こ ども 園、 小・

中学校などが連携し 、 全町的にあいさ つ運動を 実施

し 、 子ども の見守り を 促進し ます。  

生涯学習課 

③ 
子ど も 110 番の家の

設置 

子ども を 犯罪等被害から 守る ため、 子ども 110 番の

家の増設設置およ び古く なっ たコ ーン の取替えを 行

い、 子ども の緊急避難先を 確保し ます。  

総務課 

④ 学校・ 園の安全の充実 

警察署による 防犯教室を 実施し 、 危機管理マニュ ア

ルに基づく 安全の確保を 行います。 また、 おう み通

学路アド バイ ザーの指導協力と スク ールガード の拡

充によ る交通安全対策を 実施し ます。  

教育総務課 

学校教育課 

⑤ 
愛のパト ロ ールの実

施 

子ども たちの深夜徘徊や危険な遊び等の好まし く な

い行動の抑止力と なる よ う 、 パト ロ ールを 実施し 、

子ども たち の健全育成に努めます。  

生涯学習課 

⑥ 防犯対策の推進 

公用車青色防犯灯での啓発、 地域安全ニュ ースの配

布等によ り 、 地域の防犯意識を高める と と も に、 街

路灯の設置、 地域安全連絡所の責任者の選任等によ

り 、 地域の安全・ 安心な地域づく り を 進めます。  

総務課 

⑦ 防災教育の推進 

地震などの災害時に混乱し ないよ う に、 保育園・ 認

定こ ども 園、 小・ 中学校での様々な災害を 想定し た

避難訓練など防災教育を 実施し ます。  

教育総務課 

学校教育課 

⑧ 
地域にお け る 避難訓

練等防災教育の推進 

障がいのある 子ども や障がいのある 保護者のいる 家

庭などが、 地震などの災害時に混乱するこ と なく 避

難でき る よう 、 また、 安否確認が行えるよ う 、 避難

訓練を はじ め地域での自主防災活動を 促進し ます。  

福祉保健課 

総務課 
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（ ４ ） イ ンタ ーネッ ト の利用に関する対策の推進 

No 事業名 事業内容・ 方向性 担当課 

① 
スマホ・ ケータ イ 人権

教室の実施 

スマート フ ォ ン 等の使い方やルール、 マナー等を 学

ぶと と も に、 ネッ ト 社会における 人権侵害と その危

険性についての指導を 行い、 児童・ 生徒の情報モラ

ルの向上を 図り ます。  

学校教育課 

② 有害情報への対応 

青少年を イ ンタ ーネッ ト 等の有害サイ ト によ る 被害

や有害情報環境から 守る ため、 被害にあわないため

の利用上の注意などに関する学習を 長期休業期間前

に行う と と も に、 啓発チラ シを全戸に配布し 、 情報

の共有に取り 組みます。  

また、 教職員への情報モラ ルに関する 研修機会や親

子で情報モラ ルについて考える機会を 提供し ます。  

学校教育課 

生涯学習課 

③ 
家庭で のルール決め

等の促進 

子ども のスマート フ ォ ン 等の利用について、 リ スク

や注意点等を 家庭や地域へ周知し 、 保護者の理解を

深め、 家庭でのルールづく り を促進し ます。  

学校教育課 
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第５ 章 教育・ 保育の量の見込みと 提供体制 

１  子ども ・ 子育て支援制度の概要 

子ども ・ 子育て支援制度は、 幼児期の学校教育や保育、 地域の子育て支援の量の拡充や質の向

上を 進めていく ためにつく ら れた制度です。  

令和６ 年４ 月の改正児童福祉法の施行により 、 地域子ども  ・ 子育て支援事業において、「 子育て

世帯訪問支援事業」「 児童育成支援拠点事業」「 親子関係形成支援事業」 が新たに創設さ れまし た。

また、 令和７ 年４ 月の改正子ども ・ 子育て支援法の施行によっ て令和８ 年度から 新たな給付制度

と し て「 乳児等通園支援事業」 が実施さ れます。  

子ども ・ 子育て支援法第 61 条において、 市町村では、 教育・ 保育提供区域ごと に、 教育・ 保育

及び地域子ども・ 子育て支援事業について「 量の見込み」（ どのく ら いの需要があるか） を 設定し 、

それに対応する「 確保方策」（ いつ・ どのく ら い供給するか） を 定めるこ と と さ れています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

① 利用者支援事業 

② 時間外保育事業 

③ 放課後児童健全育成事業（ 放課後児童ク ラ ブ）  

④ 子育て短期支援事業 

⑤ 地域子育て支援拠点事業 

⑥ 一時預かり 事業 

⑦ 病児保育事業 

⑧ 子育て援助活動支援事業 

（ フ ァ ミ リ ー・ サポート ・ センタ ー事業）  

⑨ 妊婦健康診査 

⑩ 乳児家庭全戸訪問事業 

⑪ 産後ケア事業 

⑫ 養育支援訪問事業、 子ども を守るための地域 

ネッ ト ワーク 機能強化事業 

⑬ 子育て世帯訪問支援事業 

⑭ 児童育成支援拠点事業 

⑮ 親子関係形成支援事業 

⑯ 実費徴収に係る補足給付を行う 事業 

⑰ 多様な主体が参入するこ と を促進するための事業 

 

子ども のための教育・ 保育給付 

（ 小学校就学前の子ども 対象）  

施設型給付 

（ 認定こ ども 園・ 幼稚園・ 保育所） 

地域型保育給付 

（ 小規模保育・ 家庭的保育・ 事業

所内保育・ 居宅訪問型保育）  

子育てのための施設等利用給付 

（ 認可外保育施設、 幼稚園での預かり 保

育等の利用等）  

子ども のための現金給付（ 児童手当）  

Ⅰ 子ども ・ 子育て支援給付 

 
Ⅱ 乳児等のための支援給付 

※令和８ 年度～ 

Ⅲ 地域子ども ・ 子育て支援事業 

乳児等通園支援事業 

（ こ ども 誰でも 通園制度）  
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２  教育・ 保育提供区域の設定 

教育・ 保育提供区域は、 子ども ・ 子育て支援法にかかる教育・ 保育事業を 提供する基礎と なる

市町村内の区域です（ 子ども ・ 子育て支援法第 61 条第２ 項）。  

教育・ 保育提供区域は、保護者や子ども が居宅から 容易に移動するこ と が可能な区域を基本に、

地理的条件、 人口、 交通事情などの社会的条件、 教育・ 保育の整備状況などを 総合的に勘案し た

上で、 市町村が独自に設定し ます。  

 

多賀町は、 東西 14. 5km、 南北 17. 5km、 面積 135. 77k ㎡、 保育園が１ 園、 認定こ ども 園が２ 園、

地域型保育事業所が１ 園、 小学校は２ 校、 中学校は１ 校と なっ ています。  

こ のよう な中で、 第２ 期の本町における子ども ・ 子育て支援事業計画である「 多賀町子ども ・

子育て応援プラ ン 2020」 においては、 認定区分（ １ 号、 ２ 号、 ３ 号） ごと の教育・ 保育提供区域

と 、 地域子ども ・ 子育て支援事業の提供区域を 設定するにあたり 、 次のこ と を 重視し 、 設定し て

います。  

 

１ ） 供給過多、 あるいは供給過少にも 柔軟に対応でき るこ と  

区域を設定し た場合、 欠格事由に該当する場合や供給過剰による需給調整が必要な場合

以外は、 基準等の条件を満たす申請が提供さ れると 、 認可するこ と になるため、 他の区域

が供給過多であっ ても 新たに認可するこ と になるので、 資源の有効活用が妨げら れるこ と

は避けるよう にし ます。  

２ ） 子ども 同士、 親同士の交流機会の増加につながるよう にするこ と  

 

本計画においても 、 第２ 期の計画の考え方を 踏襲し 、 既存の地域特性や上記の観点も 踏まえ、

多賀町では教育・ 保育提供区域について、 次のと おり 設定し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

３  量の見込みの算出方法 

本計画では、 児童人口推計に対し て、 令和２ 年度から ６ 年度までの各事業の利用実績を 基に各

事業の利用率を算出し 、それを掛け合わせるこ と で各事業の今後の利用見込みを算出し ています。 

また、 国の方針や施策の動向、 本町で実施し たニーズ調査などについても 勘案し ながら 調整を

行い、 量の見込みと 確保方策を 設定し まし た。   

① 認定区分（ １ 号、 ２ 号、 ３ 号） ごと の教育・ 保育提供区域など、 基本と なる提供区域は、

「 町全域」 の１ 区域と し ます。  

② 地域子ども ・ 子育て支援事業の提供区域は、「 町全域」 の１ 区域と し ます。  
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４  将来の子ども 人口推計 

多賀町の将来の子ども 人口（ ０ ～17 歳） については、 微増傾向で推移し 、 令和 11 年には、 令和

６ 年の 1, 263 人から 50 人増加し 、 1, 313 人と なる見込みです。  

こ のう ち６ 歳から 11 歳までは 12 人、 12 歳から 14 歳までは 45 人、 15 歳から 17 歳までは２ 人

の増加が見込まれます。 一方で０ 歳から ５ 歳までは 12 人の減少が見込まれます。  

小学校区別では、 多賀小学校区は増加傾向、 大滝小学校区は減少傾向で推移する見込みです。  

 

■子ども 人口の推計【 多賀町全体】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： 住民基本台帳（ 各年３ 月末時点） に基づく 、 コ ーホート 変化率法により 算出 

 

  

推  計  実  績  

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

444 437 442 433 397 393 374 380 381 385

0〜2歳 223 198 197 177 167 165 171 176 176 174

3〜5歳 221 239 245 256 230 228 203 204 205 211

409 414 421 433 467 493 494 490 497 482

6〜8歳 201 219 237 230 246 256 263 242 239 214

9〜11歳 208 195 184 203 221 237 231 248 258 268

212 207 210 209 194 185 207 226 242 239

209 209 205 210 205 207 208 193 184 207

1,274 1,267 1,278 1,285 1,263 1,278 1,283 1,289 1,304 1,313

16.7% 16.8% 17.0% 17.3% 17.1% 17.4% 17.5% 17.7% 18.0% 18.2%

実績値 推計値

15〜17歳（ 高 校生 ）

対人口比

0〜5歳（ 就学前）

子ども 人口

6〜11歳（ 小 学生 ）

12〜14歳（ 中学生 ）

444 437 442 433 397 393 374 380 381 385

409 414 421 433 467 493 494 490 497 482

212 207 210 209 194 185 207 226 242 239

209 209 205 210 205 207 208 193 184 207

1,274 1,267 1,278 1,285 1,263 1,278 1,283 1,289 1,304 1,313

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

令和２ 年 令和３ 年 令和４ 年 令和５ 年 令和６ 年 令和７ 年 令和８ 年 令和９ 年 令和10年 令和11年

0〜5歳 6〜11歳 12〜14歳 15〜17歳

（ 人）
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■子ども の人口推計【 多賀小学校区】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： 住民基本台帳（ 各年３ 月末時点） に基づく 、 コ ーホート 変化率法により 算出 

  

推  計  実  績  

410 404 404 394 362 356 334 340 343 345

363 367 375 393 431 459 463 453 456 441

176 177 179 180 170 161 187 206 223 219

171 172 167 176 173 176 178 169 160 187

1,120 1,120 1,125 1,143 1,136 1,152 1,162 1,168 1,182 1,192

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

令和２ 年 令和３ 年 令和４ 年 令和５ 年 令和６ 年 令和７ 年 令和８ 年 令和９ 年 令和10年 令和11年

0〜5歳 6〜11歳 12〜14歳 15〜17歳

（ 人）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

410 404 404 394 362 356 334 340 343 345

0〜2歳 210 183 176 155 151 152 156 160 160 158

3〜5歳 200 221 228 239 211 204 178 180 183 187

363 367 375 393 431 459 463 453 456 441

6〜8歳 182 196 215 211 229 239 249 222 214 189

9〜11歳 181 171 160 182 202 220 214 231 242 252

176 177 179 180 170 161 187 206 223 219

171 172 167 176 173 176 178 169 160 187

1,120 1,120 1,125 1,143 1,136 1,152 1,162 1,168 1,182 1,192

18.1% 18.2% 18.3% 18.7% 18.6% 18.9% 19.0% 19.2% 19.4% 19.6%

12〜14歳（ 中学生 ）

15〜17歳（ 高 校生 ）

子ども 人口

対人口比

6〜11歳（ 小 学生 ）

実績値 推計値

0〜5歳（ 就学前）
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■子ども の人口推計【 大滝小学校区】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： 住民基本台帳（ 各年３ 月末時点） に基づく 、 コ ーホート 変化率法により 算出 

  

推  計  実  績  

34 33 38 39 35 37 40 40 38 40

46 47 46 40
36 34 31 37 41 41

36 30 31
29

24 24 20
20 19 20

38
37

38
34

32 31 30 24 24 20

154
147

153
142

127 126 121 121 122 121

0

50

100

150

200

令和２ 年 令和３ 年 令和４ 年 令和５ 年 令和６ 年 令和７ 年 令和８ 年 令和９ 年 令和10年 令和11年

0〜5歳 6〜11歳 12〜14歳 15〜17歳

（ 人）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

34 33 38 39 35 37 40 40 38 40

0〜2歳 13 15 21 22 16 13 15 16 16 16

3〜5歳 21 18 17 17 19 24 25 24 22 24

46 47 46 40 36 34 31 37 41 41

6〜8歳 19 23 22 19 17 17 14 20 25 25

9〜11歳 27 24 24 21 19 17 17 17 16 16

36 30 31 29 24 24 20 20 19 20

38 37 38 34 32 31 30 24 24 20

154 147 153 142 127 126 121 121 122 121

10.8% 10.7% 11.1% 10.7% 9.9% 9.9% 9.7% 9.9% 10.2% 10.3%

12〜14歳（ 中学生 ）

15〜17歳（ 高 校生 ）

子ども 人口

対人口比

6〜11歳（ 小 学生 ）

実績値 推計値

0〜5歳（ 就学前）
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５  量の見込みと 確保方策 

（ １ ） 幼児期の教育・ 保育事業 

教育・ 保育認定と は                                   

保護者が、 子ども のための教育・ 保育給付を 受けるには、 子ども の保育の必要性について、 国

が定める基準に基づいた町の教育・ 保育認定を 受ける必要があり ます。教育・ 保育認定の区分は、

次の３ つの区分と なり ます。  

 

認定区分 対象と なる 子ども  教育・ 保育提供施設 

１ 号認定 ３ 歳児〜５ 歳児 
学校教育を 希望 

（ 保育を 必要と し ない）  
認定こ ども 園（ 短時部）  

２ 号認定 ３ 歳児〜５ 歳児 
保護者の就労等で 保育を

必要と する  

保育園 

認定こ ども 園（ 長 時部）  

３ 号認定 ０ 歳児〜２ 歳児 
保護者の就労等で 保育を

必要と する  

保育園 

認定こ ども 園（ 長 時部）  

 

 量の見込みの考え方  

実績値に基づく 利用率と 本町の実情を踏まえて算出し まし た。  

 

 提供体制・ 確保方策の考え方  

児童数の推移、 保護者の保育ニーズの変化を見極めながら 、 提供体制の確保に努めます。  

また、 低年齢児童の保育ニーズが高まっ ているこ と から 、 保育士の確保など必要な取組に

ついて継続し て実施し ます。  
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 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10 年度 令和11 年度 

１
号
認
定 

〔 参考〕 児童数推計（ ３ 〜５ 歳）  人 226 201 201 199 206 

①量の見込み 人 45 40 40 41 42 

②確保の内容 

特定教育・ 保育施設 

（ 幼稚園、 保育園等）  
人 57 57 57 57 57 

確認を受けない幼稚園 人 0 0 0 0 0 

合計 人 57 57 57 57 57 

②− ① 人 12 17 17 16 15 

２
号
認
定 

〔 参考〕 児童数推計（ ３ 〜５ 歳）  人 226 201 201 199 206 

①量の見込み 人 182 162 163 164 169 

②確保の内容 
特定教育・ 保育施設 

（ 幼稚園、 保育園等）  
人 210 210 210 210 210 

②− ① 人 28 48 47 46 41 

３
号
認
定 

０
歳 

〔 参考〕 児童数推計（ ０ 歳）  人 54 54 53 53 52 

①量の見込み 人 8 8 8 8 8 

②確保の

内容 

特定教育・ 保育施設 

（ 幼稚園、 保育園等）  
人 21 21 21 21 21 

地域型保育 人 3 3 3 3 3 

合計 人 24 24 24 24 24 

②− ① 人 16 16 16 16 16 

１
歳 

〔 参考〕 児童数推計（ １ 歳）  人 54 59 59 59 58 

①量の見込み 人 25 28 28 28 27 

②確保の

内容 

特定教育・ 保育施設 

（ 幼稚園、 保育園等）  
人 33 33 33 33 33 

地域型保育 人 8 8 8 8 8 

合計 人 41 41 41 41 41 

②− ① 人 16 13 13 13 14 

２
歳 

〔 参考〕 児童数推計（ ２ 歳）  人 57 58 64 64 64 

①量の見込み 人 31 31 34 34 34 

②確保の

内容 

特定教育・ 保育施設 

（ 幼稚園、 保育園等）  
人 49 49 49 49 49 

地域型保育 人 8 8 8 8 8 

合計 人 57 57 57 57 57 

②− ① 人 26 26 23 23 23 
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（ ２ ） 乳児等通園支援事業（ こ ども 誰でも 通園制度）  

乳児等通園支援事業と は                                 

保育所等に通所し ていない０ 歳６ か月から ２ 歳までの未就園児を 対象に、 保育所等において一

時的な預かり を 行い、 適切な遊びや生活の場を 与えると と も に、 保護者と の面談を通じ て、 乳児・

児童および保護者の心身の状況や養育環境を 把握し 、 子育てに関する助言や情報提供等の援助を

行う 事業です。  

試行期間である令和７ 年度は地域子ども ・ 子育て支援事業に位置づけら れていますが、 令和８

年度以降は、 新設さ れる「 乳児等のための支援給付」 に位置づけら れます。  

 

 

 量の見込みの考え方  

０ 歳から ２ 歳までの未就園児数を 基に、 月 10 時間の基準を設定し 算出し まし た。  

 

 提供体制・ 確保方策の考え方  

保護者の利用ニーズを把握し 、 利用方法や利用時間、 保育環境等について、 保育園や認定

こ ども 園と の調整を 進め、 提供体制の整備に取り 組みます。  

 

 年齢 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 

０ 歳 人日 2 2 2 2 2 

１ 歳 人日 2 2 2 2 2 

２ 歳 人日 1 1 1 1 1 

合計 人日 5 5 5 5 5 

確保方策 

０ 歳 人日 2 2 2 2 2 

１ 歳 人日 2 2 2 2 2 

２ 歳 人日 1 1 1 1 1 

合計 人日 5 5 5 5 5 
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（ ３ ） 地域子ども ・ 子育て支援事業 

地域子ども ・ 子育て支援事業と は                             

本町が実施主体と なる子育て支援事業のう ち、 子ども・ 子育て支援法第 59 条に規定さ れる次の

事業を、「 地域子ども ・ 子育て支援事業」 と 位置づけます。  

 

No 事業名 事業概要 

① 利用者支援事業 

【 対象： 妊産婦、 子育て中の親子等】  

教育・ 保育施設や地域の子育て支援事業などの情報提供およ び必要

に応じ 相談・ 助言などを 行う と と も に、 関係機関と の連絡調整等を

実施し ます。  

・ 基本型・ 特定型・ こ ども 家庭センタ ー型…子ども や保護者の身近

な場所で、 教育・ 保育施設や子育て支援事業の利用支援、 関係機

関と の連絡調整等を 行います。  

・ 妊婦等包括相談支援事業型…妊娠届出時、 妊娠８ か月前後、 乳児

家庭全戸訪問のタ イ ミ ン グでの面談によ る 、伴走型相談支援を 実

施し ます。  

② 時間外保育事業 

【 対象： ２ 号認定および３ 号認定の乳幼児】  

保育認定を 受けた子ども について、通常の利用時間以外の時間にお

いて、 保育園、 認定こ ども 園等で保育を 行います。  

③ 
放課後児童健全育成事業 

（ 放課後児童ク ラ ブ）  

【 対象： 小学校１ ～６ 年生】  

保護者が就労等によ り 昼間家庭にいない小学校に就学し ている 児

童に対し 、放課後等に児童ク ラ ブで生活指導および適切な遊びを 通

し て、 児童の安全と 心身の健全な育成を 図り ます。  

④ 子育て短期支援事業 

【 対象： 子ども の養育が一時的に困難になっ た家庭の児童】  

ショ ート ステイ 事業は、保護者が疾病等の社会的理由によ り 家庭で

の子ども の養育が一時的に困難になっ た場合、児童福祉施設等にお

いて一定期間（ ７ 日以内） 預かり 、 養育・ 保護を 行います。  

ト ワイ ラ イ ト ステイ 事業は、保護者が仕事等により 平日の夜間また

は休日に不在と なり 、家庭において児童を 養育する こ と が困難と な

っ た場合、 児童福祉施設等において生活援助を 行います。  

⑤ 地域子育て支援拠点事業 

【 対象： 就学前児童（ ０ ～５ 歳） およ びその保護者】  

多賀町総合福祉保健セン タ ー「 ふれあいの郷」 およ び大滝たき のみ

やこ ども 園に併設する子育て支援セン タ ーで、親子同士の交流や相

談等を 実施し ます。  

⑥ 一時預かり 事業 

【 対象： １ 号認定および２ 号認定、 その他０ ～５ 歳の乳幼児】  

家庭において保育を 受ける こ と が一時的に困難と なっ た場合ま た

は育児負担の軽減等のため、 主と し て昼間において、 保育園・ 認定

こ ども 園、 その他の場所において、 乳幼児を 一時的に預かり 、 必要

な保護を 行います。  

⑦ 病児保育事業 

【 対象： 概ね10歳未満の子ども 】  

保護者が就労し ている場合等において、子ども が病気の際に自宅で

の保育が困難な場合、 一時的にその子ども を 保育する事業で、 湖東

定住自立圏事業と し て、 彦根市の医療機関で実施し ています。  
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No 事業名 事業概要 

⑧ 

子育て援助活動支援事業 

（ フ ァ ミ リ ー・ サポート ・

セン タ ー事業）  

【 対象： ０ 歳から 小学６ 年生までの子ども のいる人】  

子育ての手助けを し てほし い人（ 依頼会員） と 子育てのお手伝いが

でき る人（ 提供会員） から なる組織で、依頼会員から の要請に応じ 提

供会員が子育てのサポート を実施する事業で、 湖東定住自立圏事業

と し て、 彦根市フ ァ ミ リ ー・ サポート ・ センタ ーが実施し ています。 

⑨ 妊婦健康診査 

【 対象： 妊娠届出者】  

妊婦の健康の保持・ 増進を 図るため、 妊婦健康診査用受診券等を 発

行し ます。  

⑩ 乳児家庭全戸訪問事業 

【 対象： 生後４ か月までの乳児】  

生後４ か月までの乳児のいる家庭を 訪問し 、子育て支援に関する情

報提供や養育環境等の把握を 行う 事業です。  

⑪ 
産後ケア事業 

新規 

【 対象： 出産後１ 年以内の母子で、 産後ケアを 必要と する 人】  

産後の母親の身体的回復と 心理的な安定を 促進する と と も に、母親

自身がセルフ ケア能力を 育み母子と その家族が、健やかな育児がで

き る よ う 支援し ます。  

⑫ 

養育支援訪問事業 

【 対象： 養育の支援が特に必要な家庭】  

養育支援が特に必要な家庭に対し て、 その居宅を 訪問し 、 養育に関

する 指導・ 助言等を 行う こ と によ り 、 当該家庭の適切な養育の実施

を 確保し ます。  

子ど も を 守る た めの地域

ネ ッ ト ワーク 機能強化事

業 

【 対象： 児童虐待や不適切な養育等により 支援が必要な要保護児童

およ び要支援児童と その保護者】  

要保護児童対策地域協議会の機能強化を 図る ため、調整機関職員や

ネッ ト ワーク 構成員（ 関係機関） の専門性強化と 、 ネッ ト ワーク 機

関相互の連携強化を 図る 取組を 実施し ています。  

⑬ 
子育て世帯訪問支援事業 

新規 

【 対象： 養育の支援が特に必要な家庭】  

家事・ 子育て等に対し て不安や負担を 抱える 子育て家庭、 妊産婦、

ヤン グケアラ ー等がいる 家庭の居宅を 訪問し 、家庭が抱える 不安や

悩みを 傾聴する と と も に、 家事・ 子育て等の支援を 行う 事業です。 

⑭ 
児童育成支援拠点事業 

新規 

【 対象： 不適切な養育環境にあっ たり 、 家庭以外にも 居場所のない

主に学齢期以降の児童およ び保護者】  

養育環境等に課題を 抱える 、家庭や学校に居場所のない児童等に対

し て、 当該児童の居場所と なる場を 開設し 、 児童と その家庭が抱え

る 多様な課題に応じ た支援を 包括的に提供する事業です。  

⑮ 
親子関係形成支援事業 

新規 

【 対象： 保護者によ る監護が不適当と 認めら れる 児童の保護者等】 

児童と の関わり 方や子育てに悩みや不安を 抱えている 保護者およ

びその児童に対し 、 講義やグループワーク 、 ロ ールプレ イ 等を 通じ

て、 児童の心身の発達の状況等に応じ た情報の提供、 相談およ び助

言、 同じ 悩みや不安を 抱える 保護者同士の情報交換の場を 設ける

等、 必要な支援を 行う 事業です。  

⑯ 

実費徴収に係る 補足給付

を 行う 事業 

※量の見込みなし  

教育・ 保育施設等を 利用する保護者の世帯の所得等の事情を 勘案し

て、 市町村が定める基準に該当する場合に、 施設に支払う 物品の購入

費用や行事参加費用等の実費徴収に係る費用を助成する事業です。  

⑰ 

多様な 主体が参入する こ

と を 促進するための事業 

※量の見込みなし  

教育・ 保育施設等への民間事業者の参入促進に関する調査研究・ 多

様な事業者の能力を 活用し た施設の設置・ 運営を 促進する ための事

業です。 （ 特別支援教育に関する 支援等）  
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① 利用者支援事業 

 量の見込みの考え方  

基本型・ 特定型・ こ ども 家庭センタ ー型は１ 箇所で実施し ます。  

妊婦等包括相談支援事業型は、 各年の妊婦数１ 組あたり ３ 回の面談を 実施するこ と を 想定

し て量の見込みを 設定し ています。  

 

 提供体制・ 確保方策の考え方  

教育・ 保育施設や地域の子育て支援サービスの情報提供およ び相談を 実施すると と も に、

妊娠期から 子育て期にわたる切れ目のない相談支援を 行います。  

 

■基本型・ 特定型・ こ ども 家庭セン タ ー型 

 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 
基本型・ 特定型・  

こ ども家庭センタ ー型 
箇所 1 1 1 1 1 

確保方策 
基本型・ 特定型・  

こ ども家庭センタ ー型 
箇所 1 1 1 1 1 

 

■妊婦等包括相談支援事業型 

 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 

妊娠届出数 回 52 54 54 53 53 

１ 組あたり 面談回数 回 3 3 3 3 3 

面談実施回数 回 156 162 162 159 159 

確保方策 

妊娠届出数 回 52 54 54 53 53 

１ 組あたり 面談回数 回 3 3 3 3 3 

面談実施回数 回 156 162 162 159 159 

 

 

② 時間外保育事業 

 量の見込みの考え方  

実績値に基づく 利用率を 対象児童の人口推計値に掛け合わせて算出し まし た。  

 

 提供体制・ 確保方策の考え方  

就労する保護者のニーズは高いと 考えら れるこ と から 、 ニーズに対応でき るよう 、 提供体

制の強化を図り ます。  

 

 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 人 207 193 196 197 200 

確保方策 
実人数 人 207 193 196 197 200 

施設数 箇所 3 3 3 3 3 
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③－１  放課後児童健全育成事業（ 放課後児童ク ラ ブ）  

 量の見込みの考え方  

実績値に基づく 利用率を 対象児童の人口推計値に掛け合わせて算出し まし た。  

 

 提供体制・ 確保方策の考え方  

低学年の利用者は増加傾向と なっ ており 、 今後も ニーズは高いこ と が予測さ れるため、 定

員の検討や指導員の確保に取り 組み、 提供体制を 確保し ます。  

 

 学年 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①量の見込み 

１ 年生 人 60 55 40 40 35 

２ 年生 人 63 55 55 40 40 

３ 年生 人 40 58 50 45 35 

４ 年生 人 35 35 55 50 35 

５ 年生 人 25 25 25 40 35 

６ 年生 人 15 10 10 15 20 

合計 人 238 238 235 230 200 

②確保方策 
定員 人 200 200 200 200 200 

施設数 箇所 2 2 2 2 2 

②− ① 人 ▲38 ▲38 ▲35 ▲30 0 

 

 

③－２  放課後子ども 教室 

小学 1 年生、 ２ 年生を対象に、 地域ボラ ンティ ア等による学習支援、 本の読み聞かせや工

作等の文化活動、 スポーツ活動など様々な活動を 行っ ています。  

下校時の安全の確保、 学習時間の確保、 地域住民と のふれあいを 目的に、 毎週２ 日実施し

ており 、 学校や保護者のニーズがあるこ と から 継続し て実施し ます。  

放課後児童ク ラ ブと の一体的な実施、 連携について、 実施体制を 検討し ていき ます。  

 

 

 

すべての子ども が放課後を 安全・ 安心に過ごし 、 多様な体験・ 活動を 行う こ と ができ る 場所の拡

充が喫緊の課題と なっ ている こ と を 踏まえ、 こ ども 家庭庁と 文部科学省では、 放課後児童対策の一

層の強化を 図るため、 令和５ 年 12 月に「 放課後児童対策パッ ケージ」 を と り まと めまし た。  

こ のパッ ケージに基づき 、 放課後児童ク ラ ブの受け皿確保に取り 組むと と も に、 放課後児童ク ラ

ブと 放課後子ども 教室の一体的な実施、 その他、 総合的な子ども の居場所づく り を 推進し ます。  

  

放課後児童対策について 
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④ 子育て短期支援事業 

 量の見込みの考え方  

利用実績がないこ と から 、 一定数の利用を 見込みます。  

 

 提供体制・ 確保方策の考え方  

必要に応じ て１ 施設での提供体制を 確保し ており 、 要保護児童等に対する支援が的確に行

えるよう 、 本事業の周知に努めます。  

 

 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 
ショ ート ステイ  人 1 1 1 1 1 

ト ワイラ イト ステイ 人 1 1 1 1 1 

確保方策 
ショ ート ステイ  人 1 1 1 1 1 

ト ワイラ イト ステイ 人 1 1 1 1 1 

 

 

⑤ 地域子育て支援拠点事業 

 量の見込みの考え方  

実績値に基づく 利用率を 対象児童の人口推計値に掛け合わせて算出し まし た。  

 

 提供体制・ 確保方策の考え方  

子育て支援センタ ーにおいて、児童の保護者に対し て子育て情報の提供や交流の場の提供、

子育て相談等を行います。  

 

 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 人 1,758 1,822 1,876 1,876 1,854 

確保方策 人 1,758 1,822 1,876 1,876 1,854 

 

  



 

79 

⑥－１  一時預かり 事業（ 幼稚園型）  

 量の見込みの考え方  

実績値に基づく 利用率を 対象児童の人口推計値に掛け合わせて算出し まし た。  

 

 提供体制・ 確保方策の考え方  

今後のニーズを把握し ながら 、 既存施設での受入体制を 確保し ます。  

 

 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 人 411 365 365 375 384 

確保方策 
延べ人数 人 411 365 365 375 384 

施設数 箇所 2 2 2 2 2 

 

⑥－２  一時預かり 事業（ 幼稚園型以外）  

 量の見込みの考え方  

実績値に基づく 利用率を 対象児童の人口推計値に掛け合わせて算出し まし た。  

 

 提供体制・ 確保方策の考え方  

就労する保護者の増加によ り 、 今後も ニーズは高いこ と が予想さ れるため、 安定的な提供

体制の確保に努めます。  

 

 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 人 86 81 83 83 84 

確保方策 
延べ人数 人 86 81 83 83 84 

施設数 箇所 1 1 1 1 1 

 

⑦ 病児保育事業 

 量の見込みの考え方  

実績値に基づく 利用率を 対象児童の人口推計値に掛け合わせて算出し まし た。  

 

 提供体制・ 確保方策の考え方  

彦根市の診療所において、 病児・ 病後児保育の受入体制を 確保し ます。  

 

 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 病児・ 病後児保育 人 43 42 42 43 43 

確保方策 
利用者数 人 43 42 42 43 43 

実施箇所数 箇所 1 1 1 1 1 
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⑧ 子育て援助活動支援事業（ フ ァ ミ リ ー・ サポート ・ センタ ー事業）  

 量の見込みの考え方  

実績値に基づく 利用率を 対象児童の人口推計値に掛け合わせて算出し まし た。  

 

 提供体制・ 確保方策の考え方  

小学６ 年生まで利用でき るこ と から 、 事業内容の周知と 提供会員の確保に努め、 利用を 促

進し ます。  

 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 人 2 2 2 2 2 

確保方策 人 2 2 2 2 2 

 

⑨ 妊婦健康診査 

 量の見込みの考え方  

実績値と ０ 歳児人口に基づく 利用率を 対象児童の人口推計値に掛け合わせて、 利用者数を

算出し まし た。 １ 人あたり 健診回数の平均値を 対象人口に掛け合わせて、 利用回数を 算出し

まし た。  

 

 提供体制・ 確保方策の考え方  

妊婦健康診査に関する公費負担を 引き 続き 行い、 妊婦の健康管理の充実およ び経済的負担

の軽減を 図り ます。  

 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 
利用者数 人 63 62 62 61 61 

利用延べ回数 回 509 501 501 493 493 

確保方策 利用延べ回数 回 509 501 501 493 493 

 

⑩ 乳児家庭全戸訪問事業 

 量の見込みの考え方  

０ 歳児のいる家庭すべてに対し て実施するこ と と し 、 ０ 歳人口の推計値を 量の見込みと し

て設定し ています。  

 

 提供体制・ 確保方策の考え方  

育児相談や子育てに関する 情報提供のみなら ず、 家庭の養育環境を 把握する こ と も 本事業

の目的であり 、 訪問の結果、 支援が必要な家庭には養育支援訪問事業につなげるなど、 継続

的な支援に努めます。 また、 母子健康手帳交付時に本事業の周知を 行います。  

 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 人 54 54 53 53 52 

確保方策 人 54 54 53 53 52 
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⑪ 産後ケア事業 

 量の見込みの考え方  

実績値や必要と 思われる妊婦数から 、 量の見込みを設定し ています。  

提供体制・ 確保方策の考え方  

医療機関や助産所にて、 宿泊や日帰り 、 訪問による 産後ケア事業を 実施し ています。 産婦

の心身の負担の軽減と 不安解消のため、 提供体制の確保に努めます。  

 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 

ショ ート ステイ（ 宿泊） 人 2 2 2 2 2 

デイ ケア（ 日帰り ）  人 2 2 2 2 2 

アウト リ ーチ（ 訪問）  人 2 2 2 2 2 

確保方策 

ショ ート ステイ（ 宿泊） 人 2 2 2 2 2 

デイ ケア（ 日帰り ）  人 2 2 2 2 2 

アウト リ ーチ（ 訪問）  人 2 2 2 2 2 

 

⑫－１  養育支援訪問事業 

 量の見込みの考え方  

実績値に基づく 利用率を 対象児童の人口推計値に掛け合わせて算出し まし た。  

 提供体制・ 確保方策の考え方  

乳児家庭全戸訪問事業を はじ め、 母子保健事業、 要保護児童対策地域協議会など、 様々な

機会を 通じ て、 本事業による支援を 必要と し ている対象家庭の把握と 訪問相談に努めます。  

 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 利用者数 人 31 31 31 31 30 

確保方策 利用者数 人 31 31 31 31 30 

 

⑫－２  子ども を 守るための地域ネッ ト ワーク 機能強化事業 

研修や代表者会議、 実務者会議を 開催し ます。 また、 要支援児童や要保護児童の状況等に

応じ て、 開催回数を 増やし たり ケース会議を開催し たり など柔軟に対応し ます。  

 

⑬ 子育て世帯訪問支援事業 

 量の見込みの考え方  

本事業の利用が望まし い世帯を考慮し て、 量の見込みを 設定し ています。  

 提供体制・ 確保方策の考え方  

育児負担の軽減と 養育環境の安定を 図り 、虐待防止やヤングケアラ ーへの支援に努めます。 

 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 人 15 15 15 15 15 

確保方策 人 15 15 15 15 15 
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⑭ 児童育成支援拠点事業 

 量の見込みの考え方  

計画期間中の実施予定がないため、 量の見込みは設定し ません。  

 

 提供体制・ 確保方策の考え方  

本事業について、 計画期間中の実施予定はあり ませんが、 町内において家庭や学校以外の

居場所づく り を 進めるこ と で、 困難を 抱える児童への支援に取り 組みます。  

 

 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 人 0 0 0 0 0 

確保方策 人 0 0 0 0 0 

 

 

⑮ 親子関係形成支援事業 

 量の見込みの考え方  

特定妊婦等、 利用が必要だと 思われる人数を基に量の見込みを設定し ています。  

 

 提供体制・ 確保方策の考え方  

保健師等による提供体制を 確保し ます。  

 

 単位 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 人 2 2 2 2 2 

確保方策 人 2 2 2 2 2 

 

 

⑯ 実費徴収に係る補足給付を 行う 事業 

保護者の世帯所得の状況等を 勘案し て、 特定教育・ 保育施設等に対し て保護者が支払う べ

き 日用品、 文房具その他の教育・ 保育に必要な物品の購入に要する費用または行事への参加

に要する費用等を助成する事業について、 今後必要に応じ て検討し ていき ます。  

 

 

⑰ 多様な主体が本制度に参入するこ と を 促進するための事業 

特定教育・ 保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者

の能力を 活用し た特定教育・ 保育施設等の設置または運営を 促進するための事業について、

今後必要に応じ て検討し ていき ます。  
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第６ 章 計画の推進 

１  計画の推進体制 

本計画の推進にあたっ ては、 子ども を 社会全体で育んでいく ために、 行政と 地域住民や地域団

体、 関係機関や関係団体、 社会福祉協議会や企業、 ボラ ン ティ アグループ等と の連携・ 協働の取

組が不可欠です。  

と り わけ、 子ども が犯罪や交通事故に巻き 込まれないよう に見守るこ と や災害時の避難支援、

また、子ども が次代の親と なるため、多賀の未来の担い手と し て、地域の歴史や文化を 良く 知り 、

引き 継ぐ と と も に、 社会性やコ ミ ュ ニケーショ ン能力、 たく まし く 生き る力などを 培う こ と がで

き るよう 支援するには、 子ども にと っ て身近な地域での居場所や多様な交流、 体験機会の提供な

どが必要であり 、 行政のみなら ず、 地域の取組が期待さ れます。  

また、 保護者が子育ての不安や悩みを 抱えたまま、 地域の中で孤立するこ と がないよう 、 身近

な相談相手や情報提供先と し て、 民生委員児童委員をはじ め子育て支援ボラ ンティ アや地域団体

等により 、 保護者に寄り 添い支援するこ と が期待さ れます。  

さ ら に、 仕事と 生活の調和の推進にあたっ ては、 企業の役割が大き いこ と から 、 男女がと も に

心も 体も 健康でゆと り を 持っ て職業生活と と も に、 子育てや地域生活が行えるよう 、 子育て支援

の職場環境づく り や制度・ システムの改善を進めていく こ と が期待さ れます。  

多賀町においては、 地域社会を 構成する様々な主体と 一体と なっ て、 本計画の実現に向けて取

り 組んでいき ます。  

 

 

２  計画の点検・ 評価・ 改善 

本計画（ Pl an） を総合的・ 効果的に推進するため、 毎年、 関係課による計画の実施（ Do） 状況の

把握・ 点検（ Check） を行う と と も に、 多賀町子ども ・ 子育て会議での報告・ 審議を行います。 ま

た、 社会情勢の変化や審議の状況により 、 見直し ・ 改善（ Act i on） を 行います。  

なお、 当初の計画に対し て「 量の見込み」 や「 確保方策」 などに大き な開き が見受けら れる 場

合には、 中間年度（ 令和９ 年度） を 目安と し て、 計画の見直し を 検討し ます。  
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資料編 

１  計画の策定経過 

年月日 項 目 内 容 

令和６ 年 

２ 月19日 

第１ 回多賀町 

子ども ・ 子育て会議 

１ ． あいさ つ 

２ ． 自己紹介 

３ ． 協議事項 

（ １ ） 子ども ・ 子育て会議委員長・ 副委員長の選出 

（ ２ ） 子ども ・ 子育て支援事業計画について 

（ ３ ） 今後のスケジュ ールについて 

（ ４ ） 子ども ・ 子育て支援に関するニーズ調査について 

令和６ 年 

３ 月11日 

～３ 月25日 

子ども ・ 子育て支援 

に関するニーズ調査 

①就学前子ども 保護者調査 

町内の就学前児童（ ０ ～５ 歳） の保護者 

配布数： 332件 回収数： 194件 回収率： 58. 4％ 

郵送および各園での配布・ 回収 

②小学生保護者調査 

町内の小学生の保護者 

配布数： 323件 回収数： 227件 回収率： 70. 3％ 

小学校での配布・ 回収 

令和６ 年 

７ 月８ 日 

第２ 回多賀町 

子ども ・ 子育て会議 

１ ． あいさ つ 

２ ． 協議事項 

（ １ ） 計画の位置づけの概要 

（ ２ ） 子ども ・ 子育て支援に関するニーズ調査結果について 

令和６ 年 

10月30日 

第３ 回多賀町 

子ども ・ 子育て会議 

１ ． あいさ つ 

２ ． 協議事項 

（ １ ） 子ども ・ 子育て応援プラ ン2020の評価について 

（ ２ ） 第３ 期多賀町子ども・ 子育て応援プラ ン骨子（ 案） に

ついて 

令和７ 年 

１ 月23日 

第４ 回多賀町 

子ども ・ 子育て会議 

１ ． あいさ つ 

２ ． 協議事項 

（ １ ） 子ども ・ 子育て応援プラ ン2025（ 素案） について 

（ ２ ） パブリ ッ ク コ メ ン ト の予定について 

令和７ 年 

１ 月30日 

～２ 月13日 

パブ リ ッ ク コ メ ン ト

の実施 

多賀町子ども・ 子育て応援プラ ン2025 （ 素案） について住民

の意見募集（ ※1名から 24件の意見提出）  

令和７ 年 

３ 月３ 日 

第５ 回多賀町 

子ども ・ 子育て会議 

１ ． あいさ つ 

２ ． パブリ ッ ク コ メ ン ト の結果報告 

３ ． 協議事項 

（ １ ） 子ども ・ 子育て応援プラ ン2025（ 計画案） について 
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２  多賀町子ども ・ 子育て会議条例 

多賀町子ども ・ 子育て会議条例 

平成25年６ 月19日 

条例第17号 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の条例は、 子ども ・ 子育て支援法（ 平成 24 年法律第 65 号。 以下「 法」 と いう 。） 第 72 条

第１ 項の規定に基づき 、 多賀町子ども・ 子育て会議（ 以下「 子ども・ 子育て会議」 と いう 。） を 設置し 、

その組織およ び運営について必要な事項を 定めるも のと する 。  

（ 所掌事項）  

第２ 条 子ども ・ 子育て会議は、 法第 72 条第１ 項各号に規定する 事項について、 調査審議する 。  

（ 組織）  

第３ 条 子ども ・ 子育て会議は、 委員 15 人以内を も っ て組織する 。  

２  委員は、子ども・ 子育て支援に関し 学識経験のある 者、その他町長が必要と 認める 者のう ち から

町長が委嘱する。  

（ 任期）  

第４ 条 委員の任期は、 ３ 年と する 。 ただし 、 欠員が生じ た場合における 補欠委員の任期は、 前任者

の残任期間と する 。  

２  前項の委員は、 再任する こ と ができ る 。  

（ 会長およ び副会長）  

第５ 条 子ども ・ 子育て会議に会長および副会長を 置き 、 委員の互選によ り 選出する 。  

２  会長は、 会務を 総理し 、 子ども ・ 子育て会議を 代表する 。  

３  副会長は、 会長を 補佐し 、 会長に事故ある と き は、 その職務を 代理する。  

（ 会議）  

第６ 条 子ども ・ 子育て会議の会議（ 以下「 会議」 と いう 。） は、 会長が招集し 、 その議長と なる 。 

２  会議は、 委員の半数以上の出席がなければ開く こ と ができ ない。  

３  会議の議事は、出席委員の過半数を も っ て決し 、可否同数のと き は議長の決する と こ ろ によ る 。  

（ 協力の要請）  

第７ 条 会長は、 特に必要があると 認める と き は、 委員以外の者に対し 、 資料の提出、 説明その他必

要な協力を 求める こ と ができ る 。  

（ 庶務）  

第８ 条 子ども ・ 子育て会議の庶務は、 教育総務課および福祉保健課において処理する 。  

（ 委任）  

第９ 条 こ の条例に定めるも ののほか、子ども・ 子育て会議の運営その他に関し 必要な事項は、町長

が別に定める 。  

付 則 

（ 施行期日）  

１  こ の条例は、 平成 25 年７ 月１ 日から 施行する 。  

（ 招集の特例）  

２  子ども ・ 子育て会議の最初の会議は、 第６ 条第１ 項の規定にかかわら ず、 町長が招集する。  

付 則（ 令和５ 年３ 月 24 日条例第４ 号）  

こ の条例は、 公布の日から 施行する 。  

付 則（ 令和５ 年６ 月６ 日条例第 20 号）  

こ の条例は、 公布の日から 施行し 、 令和５ 年４ 月１ 日から 適用する。   
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３  多賀町子ども ・ 子育て会議委員名簿 

（ 順不同、 敬称略）  

分 野 所 属 役 職 氏 名 備 考 

事業主代表 大滝たき のみやこ ども 園 園長 橋 本   悟  

事業主代表 多賀さ さ ゆり 保育園 園長 福 井 真千子  

事業主代表 久徳う ぐ いすこ ども 園 園長 東   亜由美  

事業主代表 多賀小学校 校長 
松 林 淑 子 

髙 橋 乃生子 

令和５ 年度 

令和６ 年度 

事業主代表 大滝小学校 校長 
藤 谷   忍 

豊 原   豪 

令和５ 年度 

令和６ 年度 

事業主代表 多賀中学校 校長 山 本   順 会長 

保護者代表 保育園・ こ ども 園保護者会 会長 
古 川 達 哉 

北 村 翔 也 

令和５ 年度 

令和６ 年度 

保護者代表 Ｐ Ｔ Ａ 連絡協議会 会長 
石 飛 武 洋 

近 藤 志津子 

令和５ 年度 

令和６ 年度 

学識経験者 民生委員児童委員協議会 会長 野 村 惣 藏  

学識経験者 主任児童委員 委員 富 田 愛 子  

学識経験者 社会福祉協議会 事務局長 
安 藤 典 子 

夏 原 伸 幸 

令和５ 年度 

令和６ 年度 

学識経験者 人権擁護委員 委員 多 賀 節 子 副会長 

学識経験者 子育てサーク ル パオパオ 代表 宮 野 由紀絵  

学識経験者 区長連絡協議会 代表 
藤 内   浩 

川 村 幸 義 

令和５ 年度 

令和６ 年度 

事業主代表 
カ ワテイ ノ ベーショ ン （ 株）  

なつめ保育園 
園長 中 島 佐知子  
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４  用語解説 

用 語 用語の説明 

ア行 

Ａ Ｌ Ｔ  
Assi st ant  Language Teacher の略で、 外国語を 母国語と する外国語指

導助手のこ と  

Ａ Ｄ Ｈ Ｄ  

注意欠陥多動性障がいのこ と で、「 集中でき ない（ 不注意）」「 じ っ と し

ていら れない（ 多動・ 多弁）」「 考える よ り も 先に動く （ 衝動的な行動）」

などを 特徴と する 発達障がいのこ と  

Ｌ Ｄ  

学習障がいのこ と で、 全般的な知的発達に遅れはないのに、 聞く 、 話

す、 読む、 書く 、 計算する 、 推論する などの特定の能力を 学んだり 、 行っ

たり する こ と に著し い困難を 示す様々な状態を いう  

カ 行 

学校評議員制度 
地域住民の学校運営への参画の仕組みを 制度的に位置づける も ので、

平成 12 年の学校教育法施行規則の改正によ り 実施さ れている 

高機能自閉症 
社会性、 コ ミ ュ ニケーショ ン 、 こ だわり 等の行動面に障がいを 持つ自

閉症のう ち 、 知的な遅れを 伴わないも のを いう  

こ ども 基本法 
子ども 政策の総合的な推進に向けて、 子ども 施策の基本理念等を 示し

た法律のこ と  

子ども ・ 子育て関連３ 法 

次の３ つの法律のこ と  

①「 子ども ・ 子育て支援法」  

②「 就学前の子ども に関する教育、 保育等の総合的な提供に関する法律の一部を

改正する法律」（ 認定こ ども 園法の一部改正）  

③「 子ども ・ 子育て支援法及び就学前の子ども に関する教育、 保育等の総合的な

提供に関する 法律の一部を改正する法律の施行に伴う 関連法律の整備等に関す

る法律」（ 関係法律の整備法： 児童福祉法、 地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律ほかの一部改正）  

子ども ・ 子育て支援新制

度 

平成 24 年８ 月に成立し た「 子ども ・ 子育て関連３ 法」 を も と に、 平成

27 年度から 開始し た幼児期の学校教育・ 保育や、 地域の子ども ・ 子育て

支援を 総合的に推進する ための制度 

こ ども 大綱 

子ども 政策を 総合的に推進する ため、 政府全体の子ども 施策の基本的

な方針等を 定めたも の。 令和５ 年 12 月 22 日、 こ ども 基本法に基づき 、

閣議決定さ れた 

サ行 

児童虐待 

子ども ・ 未成年に対する 虐待のこ と で、 以下の４ つに分類さ れる 

①身体的虐待と は、 児童の身体に外傷が生じ 、 または生じ るおそれのある暴行を

加えるこ と  

②性的虐待と は、 児童にわいせつ行為をするこ と 、 または児童を性的対象にさ せ

たり 、 わいせつ行為や写真を見せるこ と  

③ネグレ ク ト と は、 児童の心身の正常な発達を妨げるよう な著し い減食、 長時間

の放置その他の保護者と し ての監護を著し く 怠るこ と  

④心理的虐待と は児童への暴言や、 拒否的な態度、 面前 DV（ 児童の面前で行われ

る夫婦間の暴言や暴力） 等により 、 児童に心理的な傷を負わせる行為のこ と  
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用 語 用語の説明 

児童の権利に関する  

条約 

世界中のすべての子ども たち がも っ ている 権利を 定めた「 子ど も の権

利条約」 のこ と 。 1989 年に国連総会で採択さ れた 

スク ールガード  

各小学校の通学路や学校敷地内において、 不審者から 子ども たちを 守

る こ と を 目的に、「 学校安全ボラ ン ティ ア」 と し て、 巡回や直接子ども の

見守り 活動等を 行う 人のこ と  

スク ールカ ウンセラ ー 学校現場で子ども や保護者などの心のケアや支援を 行う 人のこ と  

スク ールソ ーシャ ル 

ワーカ ー 

問題が起こ っ ている 家庭や、 事例を 具体的にどのよ う に解決し ていく

べき かを 考え、 児童相談所や教育委員会などの機関と の橋渡し を 行う 人

のこ と  

タ 行 

Ｄ Ｖ  配偶者やパート ナーがその相手に暴力を 振る う 行為のこ と  

特別支援教育支援員 

学校等において障がいのある 児童・ 生徒に対し 、食事、 排泄、教室の移

動補助等学校における 日常生活動作の介助や、 児童・ 生徒への学習活動

上のサポート を 行う 支援員のこ と  

ナ行 

乳幼児突然死症候群 
それまで元気だっ た乳幼児が、 事故や窒息ではなく 眠っ ている 間に突

然死亡し てし まう 病気のこ と  

妊娠高血圧症候群 妊娠 20 週以降、 分娩後 12 週までに高血圧がみら れる 状態のこ と  

ハ行 

不登校 

心理的、 情緒的、身体的または社会的要因等により 、登校し ない、また

はし たく ても でき ない状態。 文部科学省の調査では、 年間 30 日以上欠席

し た児童・ 生徒のう ち 、 病気または経済的な理由による 者を 除いたも の

を 「 不登校児童生徒」 と 定義し ている  

フ リ ースク ール 

公的な機関ではなく 、 個人、 NPO法人、 任意団体等が運営する 民間の教

育機関のこ と 。 不登校の児童・ 生徒の日中の居場所または学習機会の提

供に資する 支援等を 行う  

ヤ行 

ヤン グケアラ ー 
家族の介護その他の日常生活上の世話を 過度に行っ ている と 認めら れ

る 子ども ・ 若者のこ と  

要保護児童対策地域協

議会 

虐待を 受けている 子ども の早期発見や適切な保護を 図る ため、 関係機

関等によ り 構成さ れる組織 

ラ 行 

ラ イ フ ステージ 
人間の一生における幼年期・ 児童期・  青年期・ 壮年期・ 老年期などの

それぞれの段階のこ と  

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多賀町子ども ・子育て応援プラン 2 0 2 ５ 

発行／多賀町福祉保健課 

〒5 2 2 -0 3 4 1  

滋賀県犬上郡多賀町大字多賀 2 2 1 番地 1 

多賀町総合福祉保健センター「ふれあいの郷」 

T E L 0 7 4 9 -4 8 -8 115  

FAX  0 7 4 9 -4 8 -8 14 3  

発行／多賀町教育委員会事務局教育総務課 

〒5 2 2 -0 3 4 1  

滋賀県犬上郡多賀町大字多賀 3 2 4 番地 

T E L 0 7 4 9 -4 8 -8 12 3  

FAX  0 7 4 9 -4 8 -8 15 5  



多賀町


